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総務委員会 

平成30年12月20日（木） 

午後1時00分～午後5時47分 

議会第1会議室 

【出 席 委 員】山下伸二委員長、宮﨑 健副委員長、富永明美委員、川原田裕明委員、

重松 徹委員、野中宣明委員、江頭弘美委員、千綿正明委員 

【欠 席 委 員】なし 

【委 員外議員】 

【執行部出席者】 

・総 務 部 池田総務部長、三島総務部副部長兼総務法制課長ほか、関係職員 

【案    件】 

・所管事務調査等について 

 

○山下伸二委員長 

ただいまから総務委員会を開会いたします。 

後ほど、市長記者会見が終わって、ビデオカメラの撮影をしたいとの申し出があってま

すけどもいかがいたしましょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり。） 

それでは、許可をするということで、委員会として決定をします。 

それではまず、本日は、前回の委員会で資料請求があっておりました金額が 1,000 万円

を超える過去 5年間の流用の実績について、こちらのほうに一覧を資料番号 21 番として、

提出いただいております。前回の資料請求の際には、この流用について、議会での説明が

あったかどうか、記録が残っていればその分について、もしなければ、流用の実態だけと

いうことでしたけれども、その辺について補足があれば、説明を受けたいと思いますので

よろしくお願いします。 

○大久保財政課長 

それでは、所管事務調査、資料の 21 番の内容を御説明いたします。 

1,000 万円以上の流用一覧、過去 5年間ということで、平成 25 年度 5件、平成 26 年度 5

件、平成 27 年度 7件、平成 28 年度 7件、平成 29 年度 2件という状況となっております。 

それぞれ財務システム上で、1,000 万円以上の部分をピックアップして出てきたものと

いうことで、提出させていただいております。 

ただ、この件で、それぞれ議会への説明があったかどうかっていうのは、なかなか把握

がしきれておりませんので、そこは未確認でございます。 

以上でございます。 

○山下伸二委員長 
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補正であれば当然、説明があってるんでしょうけれども、流用については説明したかど

うかについての記録がない。確認ですけれども、一般的にこのような流用がある場合に、

例えば 500 万円以上の予算流用があるときに、議会には説明をしようとかそういった取り

決めのようなものがあるのかどうか、確認させていただいていいですか。 

○大久保財政課長 

今現在では、金額でもって議会に説明をする、しないというルールはございません。案

件によって、必要であれば事前に御相談をしますし、あと決算の段階で、その事業の内容

を説明する場合はありますが、あえてそこで流用をしてというような、説明まで加えてさ

れてるかどうかというのは、ちょっと、そこまでは把握しておりません。 

以上でございます。 

○山下伸二委員長 

はい、わかりました。 

それではただいまの説明につきまして委員の皆様からの御質疑をお受けしたいと思いま

す。御質疑ある方は挙手をお願いいたします。 

○重松委員 

前回のときに、大久保財政課長のほうから、款の間の流用はできない、項の間の流用は、

一定の手続をすればできるとか何とか説明があったと思うんですけれども、そこら辺どう

なんですか。 

○大久保財政課長 

これは地方自治法上の第 220 条第 2 項ただし書きのところに記載がありまして、各項の

間での経費、流用できる場合は、きちんと予算で定めればそれはできるということになっ

ておりますので、通常当初予算のほうに、最初の 1 ページ目のところに、第 5 条というこ

とで歳出予算の流用という条文を入れておりまして、その中で職員手当及び共済費につき

ましては項の間でも、同一款内であればできるというのを記載させていただいているとこ

ろです。以上です。 

○重松委員 

前回、武蔵村山市の判例があるということで言いまして、裁判所の結審が地方自治法

220 条 2 項において、各款の間または各項の間においては流用することができないとなっ

ています。これを規定してあると。それと目と節間における予算の流用を一般的に禁止す

る規定は設けてないものの、反面において、これを積極的に許容する規定を設けているも

のではないというような、判例があるんですよ。 

だから、それはもう地方自治法 220 条 2 項において、款と項はできないというふうな、

裁判の結果が出てるんですよね。ちょっとそこら辺どうなんですか。 

○大久保財政課長 

予算上、項の間でもできるというふうにしてますが、あくまでも、緊急的に目内でも足
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りなくなった場合ですね、その職員手当等、共済費、これはどうしても支払わないといけ

ないものですから、そういう予算の定めをさせていただいておりますので、万が一という

状況でございます。通常は、そういう流用発生はしておりません。 

○千綿委員 

すいません、きょう平成 29 年度の、市民会館の解体費から 2,400 万円となっていますが、

これ、総額は補正で設計変更プラス耐震まで入れると 3,100 万円になりますよね。それは

何で書いてないんですかね。総額じゃないということですか。 

○大久保財政課長 

今回は、財務システム上で 1,000 万円以上の金額で引っ張ってきたデータということに

なりますので、それをすべて総額 3,000 万円というような、今回の案件のように、すべて

突合させていくとなりますと非常に時間がかかりまして、今回にはとても間に合わないと

いうことで、そういった形で、今回 1,000 万円以上の純粋に財務システム上で出てくるも

の拾いあげさせていただいたという状況でございます。 

○山下伸二委員長 

ということは、合算すれば 1,000 万円以上になる案件はまだある可能性はあるというこ

とですかね。 

○大久保財政課長 

あるかもしれませんが、それを一つ一つ見て行くには少し時間が足らないということで

ございます。 

○山下伸二委員長 

千綿委員、この資料はそういう位置づけということでよろしいですか。 

○千綿委員 

ちょっとそもそも論になってしまいますが、そもそも財産活用課の維持管理経費という

目でしたかね。それが、本来、持っていたところじゃないじゃないですか。当初予算では

そういうのはないわけですね。1 月 5 日に所管替えを行って、総務部の財産活用課に移っ

たということで、部長答弁にもあったように、本来は新規事業に値するものだろうという

認識も示されておりますが、やっぱりその本来そこはできるものなんですか。例えば、そ

この設備で財産の活用という費目の中で、体育館を改修するっていうことが、そぐうのか

そぐわないのか。予算の……意味わかりますかね、言っているところ。要は、それがそぐ

うのかそぐわないのか。 

本来は多分新規事業でやるべきものだと思うので、それはもう再々言ってるように緊急

性があるという説明の中で、それはわかるんですよ。ただその財産活用課の維持管理経費

の中で、体育館が改修されたっていうのが、そぐうのかそぐわないのかっていうのは、検

討はなされたかどうか、ちょっとお尋ねをしたいんですか。 

○大久保財政課長 
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今回流用先が普通財産等管理経費というところです。ですから普通財産でなければ、当

然財産活用課も扱えない案件だったかと思いますが、それは教育財産から財産を移管して、

普通財産にするという流れの中で、私どもが話に聞いたのは、最終的に改修、どう見ても

改修ではあるんですが、最低限使えるようなという補修に近いようなニュアンスの言葉も

受けておりましたので、そうであるならば、この普通財産等管理経費での費目もやむを得

ないじゃないかという判断をした次第です。本来であれば、やはり補正というのが…… 

○江頭委員 

聞き方を変えますけれども、こういう流用の際に財政課の担当として、財政を預かる部

署として、どのあたりまでこの事業に踏み込んでされているのかですね。例えば、流用が

あったときの事業の組み替えなんかにどのくらい精査されてるのか、まずそれをお聞かせ

もらえますか。 

○大久保財政課長 

当然、起案が回って来る前に相談に見えられる場合っていうのもあります。こういった

ことで、予算流用でやってもいいかというような相談を受けたときに、その財源のこと、

あるいは、どこかで不用額があるから流用するのであって、本当にそういうものが、確か

に不用額となっているのかどうかというような、そもそもそっちのほうの事業の精査もさ

せていただきながらやっているというところです。 

○江頭委員 

普通 1,000 万円を超えたら、大体そういう起案文だけじゃなくて、協議、要するにその

部署部署の人たちの立場の意見をお互いに協議して、いろいろそういう話し合い的なこと

はやるというのが通常ですよね。それでいいですかね、その認識で。 

○大久保財政課長 

通常は関係者がほかにいれば、あわせてその辺の事情も聞きながら精査をしていくとい

うふうにしております。 

○江頭委員 

今回、富士小学校の体育館の流用については、そういう協議はあったんですか、口頭で。

いろいろ相談というのは、財政課のほうに。 

○大久保財政課長 

財政課にあったのは 12 月 22 日に財産活用課のほうから流用したいと、旧富士町の体育

館を改修したいという話がありまして、ただそのときの金額が、あくまでもその担当者の

感覚的なつかみの話であったということと、今から見積もりをきちんと業者に依頼をして

いくということでしたので、まだこれからそういった協議があるのかなというような感覚

でそのときは思っておりましたが、もう年明け早々に市長方針決裁ということですから、

これはもう進めていくっていうようなことで、その路線に行ってしまったということでご

ざいます。 
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○江頭委員 

そのときは大久保財政課長に財産活用課の誰が相談されたんですか。誰と誰か記憶にあ

りましたら。 

○大久保財政課長 

それは、12 月 22 日の話でよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり。） 

そのときは財産活用課の野田副課長から、財政課は総務部の担当の園木という職員でご

ざいます。 

○山下伸二委員長 

課長に真っすぐではなく、園木さんのほうに相談があったということですね。 

○大久保財政課長 

はい。私は担当の園木のほうから報告を受けたという状況でございます。 

○江頭委員 

1,000 万円以上って珍しいですよね。件数もそんなに年間の中にないし、今までの通常

きょうもらった一覧表を見ていますと、もうほとんど扶助費の問題とか、人件費という…

…そして今明らかに大きな工事のあってる中での、その保障的な委託料のもの、そういう

目の流用が多いんですけど、大体通常あり得るような項目ですよね。今回体育館の改修は

課長同士 1,000 万円以上であっても、やはり課長以下の担当あたりで話し合うっていうこ

となんですかね。 

○大久保財政課長 

これは案件によって担当者で行く場合もありますし、当然こう中身がよくわからなけれ

ば、当然、課長を呼んでという話もありますが、今回のケースで言いますと、私が直接、

財産活用課長と話したということはありませんでした。 

○江頭委員 

大久保課長、前回のこの委員会の中で、そのときに大体 2,000 万円ぐらいっていう話を

されましたよね。そのぐらいだろうなっていう、まだその見積もりとか何とかが取れてな

いから、そのくらいであるだろうと。でも 2,000 万円といっても大きいですよね。そのと

きに大久保課長自身は、これって意外とどうしてこういうのを、体育館で使うんだろうね

という疑問は感じなかったんですか。 

○大久保財政課長 

床を研磨して使えるようにするというような話もちょっと出ておりましたので、また、

その一つ一つ見積もりが出てきて精査をしたわけではなかったので、そのぐらいと言われ

ればそうかなという、そのときの感覚として、そういった受けとめ方をしたところでござ

います。 

○江頭委員 
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最後なんですけど、大久保課長自身は、富士小の基本構想はご存じだったんですか。 

○大久保財政課長 

基本構想の予算等が出ておりましたので、そういった動きがあるというのは存じており

ました。 

○野中宣明委員 

先ほど課長は補修程度っていう認識って言われたんですけど、これ補修じゃないですよ

ね。ステージを取り除いてますよ。前回の答弁の中でも、池田総務部長は、もう新規事業

という認識ということまで言われてるんですけど、そういう認識でいいんですか。 

○大久保財政課長 

結果的に、そういった改修内容になっていたと。ただ、12 月 22 日に話を受けた段階で

は、ここまでの大きな、ステージを取り払うとかというようなところまでは、ちょっと、

口頭でのやりとりでしたので、そこまでの認識にはちょっと思い至らなかったというとこ

ろでございます。 

○野中宣明委員 

いや、だって 2,000 万円ですよ。口頭で財産活用課から 2,000 万円。見積もりをとって

いないけど2,000万円程度って、2,000万円の認識はどうなんですか。これ1,000万円以上

の流用で今挙げてきているんですけども。全然違うじゃないですか。 

○大久保財政課長 

確かに 2,000 万円というのは非常に大きい案件で、そんなに数多くない中でも、流用を

かけるということでしたので、本当にこれ進めていいのかどうかを総務部長のほうに、ま

ず確認に行ったというところでございます。 

○野中宣明委員 

そもそも維持管理費として流用という形になっているんですけども、維持管理費じゃな

いじゃないですか。これはもう、完全にバスケットボール仕様に様変わりしてる工事なん

ですけど、これは本当に根本的に、もうそもそも論なんですけど、流用できない項目じゃ

ないんですか。 

○大久保財政課長 

流用できないかというと、何かそういう制約があるわけではないんですが、ただ、結果

的にこんな形に仕上がってしまったというところなので、その当時の話を聞いた私ども財

政課が、聞いた段階ではそこまでの、まだきちんとしたものといいますか、形ではなかっ

たということですので、結果的には改修ですけれども、そのときは体育館を最低限使える

ようなにするということでしたので、それは補修に近いのかなという感覚も、実際はあっ

たというところです。 

○野中宣明委員 

いや、そのときとか結果はいいんですよ。これは、結果的に流用に反している。佐賀市
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の流用に違反しているということですか。今の言葉を並べてると結論的にそうなりますけ

ど。 

○大久保財政課長 

流用に反しているかどうかっていうのはちょっと、結果的に見ればということになるの

かなと。その当時はなかなか判断がつかなかったのかなというふうに思っております。 

○野中宣明委員 

いやだから、結果的に見てこれは流用に反しているということでですよね。違いますか、

今のお言葉からすると。 

○大久保財政課長 

反しているというのが法律上反してるのかっていうのがちょっと、判断ができないんで

すけれども。法令上、そこの制約というのは明確にはございませんので、そこは最終的に

は、市長の判断だったのかなというふうに考えます。 

○千綿委員 

畑瀬総務部長に相談に行かれたという話なんですけど、そのとき畑瀬総務部長からどう

いう指示を受けられたんですか。 

○大久保財政課長 

今回の案件が総務部長から下りてきた話ということでもありましたので、本当にそうい

う指示が下されて動かれているのかというのがわかりませんでしたので、これは、今財産

活用課からこういう話がきてますけれどもということで、流用でという話が来てますけれ

どもということで話した際に、お願いしますというような感じで、そのまま進めてくださ

いというようなことでの返答がございました。 

○山下伸二委員長 

今の話でいったら、野中宣明委員から先ほどあったんですけれども、本来この維持管理

経費として、流用してよかったのかどうかというのは非常に疑義が生じる。今までは、議

会に説明がなく予算が流用されてたことを非常に問題視してきたわけですね、私たちは。 

今の話を聞くと、例えば市長も簡単な修繕程度と思ってたけれども実際は改修だったと

いうふうに話していたわけですね。今、財政課長の話を聞くと、結果として見れば、そこ

ら辺がどうだったのかというのは、やはり課題があるのかなというふうに私は今受けとめ

ました。 

そうなれば、なおさら決算のときにこういう目内で予算を流用したことがよかったかど

うかというのを議会に対して説明をして、その判断を求める。そのことは、やはり姿勢と

してやっぱり必要だったんじゃないかなと思います。ここは非常に問題点かなと思います。

新たな論点が出てきましたので、これはまた引き続き議論の溯上かなと思いますので、こ

の件でほかに何かありましたら。 

○千綿委員 
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財政課長、大きく変わった点とかは財政課で概要説明も含めてされるじゃないですか。

そのときに、例えば、総務部長に相談に行かなければならないような大きな案件ですよね、

2,000 万円という。ですよね。そのときに財政課の視点で見てこういうちょっと変更点が

ありましたよとか、流用があっていますというのを説明に入れなければいけないという感

覚はなかったんですか。例えば決算のときとかにこういった形で、昨年の決算でちょっと

財政課として、結構大きな問題なのでということで説明しておかなきゃいけないというこ

とにはなってないんですか。 

○大久保財政課長 

財政課が決算のときに説明するものは歳入全般ということになっておりまして、歳入は、

まとめて財政課で説明をしますので、もしそこで大きな案件等あれば、大きな動き、新規

のものがあれば、財政課のほうで説明をさせていただいておりますが、歳出については、

各担当課での責任でもってしていただいているという状況でございます。 

○千綿委員 

だから、そこを流用して、要するに部長決裁を仰がなければいけない重大な判断じゃな

いですか、流用ということで。決算審査の中で歳入はもちろん財政が全般やられますが、

ただ、やっぱり大きな問題だという認識はなかったんですかということです。やはり流用

を、それだけ大きな流用をしているわけじゃないですか。今まで見ても、1,000 万円以上

で、見てみたって、人件費を除けば 2,400 万円と突出しているわけですよね。ということ

になれば、財政課のほうでこれだけ大きな金額を流用しているという認識で説明しなくて

いいのかなという、その発想が出てこないのかなということです。 

○大久保財政課長 

今振り返ってみれば、そういったことも気をつけて見ていればよかったかと思いますが、

その当時は、そこまで通常流用したから、きちんとそういう議会に説明しましたかとか、

やっていますかとかというようなことというのは、通常やっておりませんでしたので、そ

のときはそこまでの考えには至らなかったということでございます。 

○山下伸二委員長 

今の答弁からいくと、歳入に関しては財政課としてきちっとチェックしましたけれども、

歳出とか流用とかそこについては、もう原課の判断にお任せしますと、そういうふうに聞

こえるんですけれども、そういうことでよろしいんですかね。議会への説明も含めて。 

○大久保財政課長 

基本的に決算につきましては、取りまとめが出納室というところでもありますし、それ

ぞれの役割分担でもって説明をさせていただいているという状況でございます。 

○山下伸二委員長 

わかりました。 

○重松委員 
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財政課長、例えば目間の流用は執行科目であって、議会への報告とか、そういうことは

もうしなくていいというような考えですかね。そこら辺の考えをちょっと。 

○大久保財政課長 

議会への説明そのものは、案件ごとに考えるべきかなと思っておりますので、流用すれ

ばすべてかどうかっていうのは、ちょっとこう今は判断がつかないんですけども、確かに

大きい金額であって、それを流用して行った内容によっては事前に説明するだとか、事後

であれば決算でというのは当然必要になるのかなというふうに考えております。 

○重松委員 

今まである程度、例えば東与賀のホール改修工事なんかは、勉強会のときも報告があっ

ておりますし、あったりなかったりしてるわけですね。そこを統一できないんですか。 

○池田総務部長 

今のところ財政課長が言ったように統一した見解はないので、その辺が今回の問題の再

発防止策の一環になるのかなと思っております。 

○宮﨑副委員長 

財政課長もう 1 回、前回の流れからお尋ねいたしますけど、先ほど総務部長に流用のお

伺いを立てたということで、2,000 万円という金額をはっきりとはおっしゃってないでし

ょうけど、これだけ金額が大きいんですよというぐらいは言っておられるんですよね。 

○大久保財政課長 

そのときに、財産活用課の担当者の感覚的な話ということで聞いておりましたし、今後

正確には業者のほうに見積もりをとっていくということもありましたし、ちょっとその時

点では 2,000 万円という言葉は私のほうからは出しておりません。 

○宮﨑副委員長 

2,000 万円とは出してないけど、その金額が大きいですとか小さいですとか、そこら辺

の話はしてあるんでしょう、当然。 

○大久保財政課長 

その時点でそういったことを確認すればよかったんですが、そのときは、金額の面では

一切その場では話をしておりません。 

○宮﨑副委員長 

そしたら、総務部長に流用をさせてくださいと、それだけしか言ってないんですか。普

通だったらこれぐらいかかりますよと、ここからこれだけお金があるから流用しますよ、

いいでしょうかと、普通ならそういう説明をされるはずと思うんですがどうですか。 

○大久保財政課長 

すぐさま流用をかけるという部分であれば、これでいいですかということなんですが、

今後その見積もりをとって、中身を見ていくというようなお話でしたので、その時点で流

用をさせてくださいっていうのは私のほうからは言っておりません。これは、財産活用課
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がこういうような形で進めていることを、そのまま進めてもいいんですかねという確認を

とった次第です。 

○宮﨑副委員長 

こういうようなっていうのは、富士小学校の床をきれいにしますとか、そういった内容

の話をされているわけですか。例えばさっき出てたステージをとるとか、耐震の話はその

とき出ていなかったでしょうけれども、そういった話っていうのはしていないわけですね。 

○山下伸二委員長 

資料の 11 月 5 日に出ている 11 月 21 日再修正版、ここの 3ページの下から 2段目のとこ

ろに、まず、財産活用課から財政課へこういうことをしたいというのがあったので、本当

に総務部長が必要なのかどうかをまず財政課から確認に行ったと。その流れの中ですね。 

○大久保財政課長 

はい、そのとおりでございます。 

○江頭委員 

早い話が総務部内の中での話ですから、当然、この流用を、当時の畑瀬総務部長がバル

ーナーズに対する体育館使用を考えての一連の流れですから、この流用の部分も事実そう

なんですよね。だから、課長たちの流用の部分といっても、畑瀬部長が決裁というのは、

要するに部内の話ですから、一方的に総務部長が流用できる、財政課長がそんなに詳しく

言わなくても普通はいけますよね。だからそういう感覚で、総務部長に対して報告程度と

いうふうに認識していいんですかね。確認というか…… 

○大久保財政課長 

300 万円以上の流用になりますと、総務部長の専決事項というふうになりますので、最

終的にこの決裁は総務部長ということですから、こういう案件が来るというようなことの

確認というようなとこも含めての報告です。 

○山下伸二委員長 

恐らく当時の畑瀬総務部長から財産活用課のほうに、こうしたいから準備してくれと。

財産活用課のほうが財政課のほうに、こういうふうに予算の流用を考えていますのでと。

そしたら財政課のほうは、部長、本当にこういうことをされるんですかというのを確認し

に行って、ぐるっと回っているんですね。 

ですから、恐らくそのときに畑瀬総務部長は 2,000 万円程度かかるということは、財産

活用課とも打ち合わせされてますので、当然御存じだったでしょうから、そのときに恐ら

く、後で総務部長はそういった額については、認識をされていたんだろうと思います。 

その辺については、今後ポイントとしてなりますので、今後畑瀬副市長をお呼びする際

には、確認の根拠となるかなというふうに思います。 

○千綿委員 

総務部長にお尋ねします。例えば、以前説明されたように流用するときは 50 万円まで
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100 万円まで、300 万円までという決裁の区分がありましたよね。そのときに、他の部署は、

その同じ費用の中での流用が結構多いので、別に問題はないかと思います。今回は、さっ

き僕も言ったように、本来、維持管理経費の中に含まれるものかどうかっていうもののチ

ェックっていうのは、どこかしているんですか。例えば、財政課でするのか、どこかわか

りませんが、法律上これがこの費目でいいかどうかとか、そういうそのチェック。流用は、

同じ目内なので大丈夫ですよというのはわかるんですけど、そのチェックを誰かしている

んですか。もうどんぶり勘定ですか。担当課が自分たちで決めて、それでいいということ

になるんですか。 

○池田総務部長 

まず第一義的には担当課が判断というか、しますけれども、チェックという意味では、

財政課のほうに回しますので、財政課のほうで、そこの費目のチェックを行っております。 

○千綿委員 

それはシステム上ほとんど全部そうなんですか。例えば、この件じゃなくて、ほかの件

で流用が上がってきたときに、目内だから大丈夫ですねというチェックは財政課でやって

るということでいいんですかね。 

○大久保財政課長 

基本的には流用の前には大体各担当者同士での相談がありますので、その段階で、定例

的といいますか、毎年発生するような、軽微な案件というのは担当者だけで、そこは了解

をして進められてますし、少し疑義があれば、上司のほうに相談をするというふうな状況

になっています。 

○千綿委員 

いや、僕は上司に相談するのはいいんですけど、上司がわかってなかったら意味がない

じゃないですか。だから僕が言ってるのは、チェックのやり方はどうなっていますかと、

組織上。要するに、市役所の組織上、流用を話し合うときに、これは流用でいけるのか、

もしくはこれは新規事業だよねと――さっきからも問題なっているわけでしょう。今回こ

れだけ問題になったのは、要するにそういうところなんですよ。ここでいけるかどうかの

チェックは誰かしているんですかと。担当課の意向だけでいいんですか。そうじゃなくて

チェック機能ってないじゃないですか、今まで。皆さん、この件に関しては、チェック機

能、全然ないですよ。いやいや失念してました、忘れていましたと。それで終わってるじ

ゃないですか。チェック機能がないからこうなってるわけでしょう。そのチェック体制っ

てないんですかって言っているんですよ。 

○池田総務部長 

先ほどと同じ発言になりますけれども、流用に関してのチェックというのは財政課で行

っている形です。 

○千綿委員 
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もうそのときは財政課としては、維持管理経費の中に含まれていいという判断だったと

いうことでいいんですね。もうそうしか――1 月 5 日に起案されているわけですよ。その

とき、起案するときはもう流用しますとなっているじゃないですか。それはもう財政課が

チェックした後ということでしょう。その前にチェックしないと間に合わないでしょう。

そういうこと言っているんです。 

○大久保財政課長 

1月5日に市長決裁、方針決裁が上がりまして、その決裁後に、1月12日に流用の申請、

この費目からこの費目にということですので、その間、相談はあっていたということでご

ざいます。 

○千綿委員 

だから、相談があっていて、チェックをしました。これでもういいですという結論を出

されたから、そうなっているじゃないですか。僕はチェック体制のことを聞いているんで

すよ。どういうチェック体制になってるんですかと。これが修繕費で 2,000 万円かかりま

す、起案が上がりました、流用の起案が 12日に上がりました。その間にチェックは財政課

がやりましたよと。ここの費目でいいですよという結論を出されたということでしょう。

そうしないと、どこで誰がチェックするの。部長は財政課がチェックしていますと。だか

ら、今回は、これは財政課がチェックしてオーケーを出したわけでしょう。 

○大久保財政課長 

今回の件は相談がありまして、財政課として、この普通財産等管理経費でいきましょう

ということで結論を出した次第です。 

○山下伸二委員長 

よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、前回の資料請求があった分については、以上で終了いたします。 

本日、調査する予定については、議会地元との情報共有について、富士小学校跡地の利

活用に係る基本構想に与える影響について、公文書管理のあり方について、職員の倫理に

ついてということで予定しておりましたので、その順番で時間を見ながら区切り見ながら

進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず、議会・地元との情報共有についてですけれども、今回の富士小学校跡の整備に関

することについては、随時、議会のほうへは、勉強会、委員研究会なり全員協議会等で報

告をされておりましたけれども、今回この富士小学校跡の体育館の事前改修については、

9 月の決算までは一切議会には報告がなされていなかった。このことについては、いろん

な場面で明らかになってますけれども、この件について。 

それから、地元とこの体育館の改修について、どのような経緯だったのかということ、

このことについて、まず、先ほど示しました 11 月 5 日に出されました経緯のまとめ最終
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版、こちらのほうで改めて地元との富士小学校跡地全体に係る説明と、その中で体育館改

修について、どのような説明がなされたのか、執行部のほうから改めてポイントだけで結

構でございますので、御説明をいただければというふうに思いますけれども。 

○武富企画政策課長 

富士小学校跡地活用計画につきましては、研究会等で御説明させていただいています。 

昨年度は、9 月 14 日の総務委員研究会の折に御説明させていただいていると思います。

その後この体育館の話が出てまいっております。この分につきましては、9 月 14 日の折に

説明したように、地元のほうと体育館の基本構想をまとめるということで進めておりまし

たので、1月 16日の自治会長会のほうに私どもが2月 26日の住民説明会のお願いにまいり

ましたので、そこで体育館の改修を行い、プロを目指すバスケットボールチームが練習を

するということは、1月 16 日に地元にお話をさせていただいております。 

あと、企画調整部のほうといたしましては、今年度の 4月 20 日に基本構想がまとまりま

したので、その部分の御報告を研究会のほうでさせていただいているところでございます。 

○山下伸二委員長 

議会のほうには、全体の構想としては去年の 9 月とことしの 4 月に委員研究会で報告が

あっております。4 月のときには、軽微な改修をしたという口頭での報告はあっていると

いうことですけれども、自治会については 1 月と 3 月に地元の自治会に対して説明があっ

ているということでございます。 

それ以降、実は体育館の先行改修については、地元の方は御存じだったかもしませんけ

れども、議会へは一切報告がなされていなかった。このことについては先ほど申し申し上

げたとおり、これまでの調査の中で、いろんな意味で明らかになっていますけれども、こ

の地元・議会との情報共有、これについて、皆さんからご質問をお受けしたいと思います。 

○江頭委員 

地元の話の前にで、今まで一般論として、私も合併してこの方ずっとこういう事例の中

で、議会にも今議員が 35 名、普通こういうケースは、まず地元議員の方にある程度、早め

に正副議長はもちろんのことですけど、地元議員に話をするというのが、これは佐賀市の

通例だと思います。今まで、私は諸富ですけど諸富の事業案件にしても、ちゃんと説明が

あっていました。 

この体育館の件については、もちろん正副議長を初め地元議員にもそういう説明をして

いないというふうに認識していますけれども、本当にされてないんですか。 

○池田総務部長 

されているとすれば畑瀬副市長だと思いますけれども、聞き取りの中ではされたという

ことの確認はとれていません。 

○山下伸二委員長 

池田総務部長はされていないですね。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

されていないですね。 

○古賀地域振興部長 

この改修の案件につきましては、予算を執行するところが総務部の財産活用課というこ

とで、我々としては、この基本構想の中の体育館を先んじて使わせてくれと、そこの部分

だけが当時の企画調整部の所管と思っていました。議会に対する説明、これは地元議員も

含めてですけれども、当然総務部がやるべきと思っていましたし、議会説明は総務部とい

うか、財産活用課からしてもらってねという話は、私のほうからもしたと思っております。 

地元の説明は、基本構想というか、跡地全体の整備の話がありますので、地元に説明す

るときには、企画調整部も同行しなければいけないと思っていましたけれども、当然、原

因者といいますか、改修を行うのが総務部ですので、財産活用課も一緒に行ってねという

ような話をしていたと思います。以上です。 

○江頭委員 

それからいくと、要するに古賀部長は、同じ理論で正副議長への報告も当然今の理由で、

総務部がやるんだというふうに思っていたということなんですね。 

○古賀地域振興部長 

はい、私が 12 月中旬に、当時の畑瀬総務部長からお話があったときには、体育館を先に

使いたいと。それに関して改修をするというお話がありました。それについては財産活用

課のほうでやるからというふうに聞いてたので、当然、所管である総務部財産活用課が、

正副議長を含め議会に説明、対応もされるというふうに認識しておりました。 

○江頭委員 

池田総務部長にもう一度確認です。この調査が始まって以来、庁内での聞き取りの中で、

畑瀬総務部長は正副議長はもちろんのこと、地元議員にも説明をしていないと。富士町は

2 人出身議員がいますけれども、どなたにもやっていないという聞き取りだったんですね。 

○池田総務部長 

はい、そのように聞いています。 

○千綿委員 

企画政策課の課長にちょっと。1 月に地元民自治会に説明に行って、議員に説明しない

っていうのは、僕ね、ありえないんですよね。全体構想の中の一部を切り離しているわけ

じゃないですか。そしたら、自治会とかで例えば疑問点が出てきたら議員に聞くんですよ、

議員に。だから、僕は確かに部長が言われるように、総務部がしたから、総務部が話さな

いといけない。でも全体構想は、この総務委員会にかかってたじゃないですか。委員会に

何で説明しないのかわからないんですよね。絶対来ます、何かあってわからないことがあ

ると、議員へどうなってるのかというのは来るんですよ、絶対。 

それは、原因者である財産活用課の所管かもしれんけども、全体的な活用は企画調整部
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でやってたわけでしょう。そうであるならば、何で 3カ月後に議員に、例えば 4月 20 日の

時点で、ペーパー1 枚で、これ説明じゃないですよ。バルーナーズができましたという説

明ですよ。体育館のことは一切ないですからね。4 月 20 日に口頭では説明されています。

その資料は一切ないです。おかしいでしょう、だって。担当課でしょう。切り離したのは

切り離したのが事実だから、そのときに早目に議会に言うべきでしょう。全体構想をやっ

ていましたけれども、体育館だけ別になりましたと。これ全体構想にかかわることだから、

実際それは説明しておかないとおかしいでしょう。 

資料もなしに、4 月 20 日に口頭でしていましたと。口頭で覚えているわけないでしょう、

資料もなく。それは、意図的としか思わないんですよ、私たちは。自治会長会で説明を行

って聞かれたときに、私たちは何て答えるですか。どう思っているんですか、そこら辺。 

○武富企画政策課長 

おっしゃいますとおり、地元への説明は、先ほど古賀部長が申しましたように、私ども

のほうで行っております。 

それと、前回、総務委員会の所管事務調査の 12 の資料、メールのやりとりの部分なんで

すけれども、この 13 ページに 1 月 15 日のやりとり、こちらのほう、前回この内容につい

て御説明したかと思いますけれども、これは南雲室長のほうから畑瀬部長に聞いたことを

打ち返しがあっている内容ですけれども、このときの一番下の 4 つ目の点に正副議長に説

明は、というような内容があるかと思います。 

このときに、その下に、私と大野係長も畑瀬部長と直接話をしていますが、というふう

にある分、ここでは、私どもが自治会に翌日行きますのでということで、正副議長の説明

もということを、先ほど古賀部長が言いましたように、責任部のほうでお願いしたいとい

うことで申し上げておりまして、その打ち返しがこういうふうに聞いてたということにな

ります。 

ですので、繰り返しなりますけれども、今回の改修については、総務部のほうで御説明

いただくものというふうに思っておりました。 

○千綿委員 

改修の原因者が説明しろと、あなたたちの言い分はわかる。でも今まで総務委員会にず

っと全体構想の流れを説明してきたでしょう。それで何で改修があっていることを伏せる

わけ。自治会長会で 1 月に説明しているじゃないですか。何で議員に説明しないんですか。

説明しないといけないでしょう。だから、聞かれると言っているじゃないですか。あなた

たちが自治会長に説明した時点で僕たちは聞かれるんですよ、それ以後。あれどうなって

いるのかと聞かれるんですよ。あなたたちが聞かれなくても、私たちは聞かれるんです。

議員に説明しとかなきゃ、それは当然です。知らないですと言えますか、私たちが。 

○武富企画政策課長 

はい、この件に関しましては私のほうからもすべきだったのかもしれませんけれども、
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先ほどありましたように、この後の議題になるかと思いますが、基本構想の中の目的を大

きくずれないものというふうに認識をしておりますので、ここの分の改修については、私

どものほうというよりも、先ほど言いましたような形が望ましいかと思っておりました。 

○千綿委員 

ちょっと古賀部長にいいですか。全体構想を総務委員会で今までずっと説明をしてきて

るじゃないですか。1 月に自治会長会で説明したでしょう、体育館、ちょっと別で早くし

ますよって。そしたら当然ながら議会にもしないといけないでしょう。 

それは原因者の総務部長がしなければならないのは第一義的に分かります。でも、総務

委員会で今まで全体構想を説明してきたでしょう。基本構想をつくっていますよという話

をずっとしてきたでしょう。体育館を別に早くつくりましたっていうのを一言言うだけで

もいいのに、それさえないじゃないですか、結局。4 月 20 日の総務委員研究会で、それも

口頭ですよ。口頭で体育館はつくってますか何か、議事録を見ていないのでわかりません

が、でも本来は、体育館はこうやって事前に改修していますと、ちょうど 4月 20 日にバル

ーナーズの発表があっているじゃないですか。だからここは使いますと。それすら、資料

すらないでしょう、資料すら。おかしくないですか。 

もう 1 月と 3 月に自治会について説明して、議会に説明しないということの意味がわか

らないです、私。いつも言ってるとおり、文句とかは僕たちに来るんですよ。住民の皆さ

んからの文句とか。ここは、おかしいよというのは、私たちに来るんですよ。そうすると、

私たちがわかってないと答えられないじゃないですか。そう思われませんか、単純に。 

○古賀地域振興部長 

この件に関しましては、当然、企画調整部のほうで全体構想を練っていました。その途

中で、先にバスケットの練習ために改修したいという話があって了解はしたんですけれど

も、そのときに、この基本構想に影響を与えない、うちがやろうとしていることを改修す

ることによって、施設が使えなくなるとか、利便性が悪くなるということがないようにと

いう条件で了解をしていまして、全体の用途とか、やろうとしてることは変わらないって

いう認識でいたのが 1 つと、総務部から議会にはもう報告をしているだろうということで、

ちょっとそこが、認識が甘かったと思います。 

1 月 16 日も、本来の目的はこの改修を説明に行くことが目的ではなくて、2 月に基本構

想の原案の住民説明会を開きたいと。それを自治会のほうに、了解と御報告に行ったとい

うような形で行っていまして、たまたまその自治会に行くなら改修のことも、ついでと言

ったら申しわけないですけれども、改修をしてますというのを、その案件の後に言ったと

いうことでございます。 

総務委員会に、バスケットのための改修を先にやりますって言うのを説明していなかっ

たっていうのは、我々の配慮不足だというふうに認識しております。 

○千綿委員 
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説明を総務部がやってたからいいっていう話じゃないということを言っているんですよ。

今までずっと全体構想を総務委員会の中で説明されていたにもかかわらず、総務部が言わ

なくても、言ってもいいわけじゃないですか。隠しているということにしかならないわけ

ですよ、逆に言わなかったのが。ひょっとして隠してるんじゃないのと。だから僕が言っ

ているのは、総務部が財産活用課でやりますけど、全体構想に関係ないので、前もって 2

月、3 月に完成させますと、一言言えば済むことですよね、ある意味。そこが何でなかっ

たのかという話ですよ。 

説明に行かれた詳細は今聞いたのでわかりますが、でももう実際 2月 13 日から着工して

いるわけでしょう。そうすると改修とかが入ったら小さな町だったら、あそこ何か作って

いるとわかるんですよ。当然地元の議員もいらっしゃるし、何かつくっているが、何がで

きのか――知らないという話にしかならないですよね。そうなるんですよ、正直。 

誰かが見ているじゃないですか、誰かが工事をしているのを見ているから、そうなった

ときに議員が何も知らないと。自分たちは知らないですよとしか言えない。それって、よ

くないことだと思いませんか。本当にしないといけないのは、総務部なんですけど。委員

会の中でも本来しとかないといけないと思わない――総務部がすればいいっていう話じゃ

ないんですよね。全体構想の進捗状況を言いに自治会に行きました。その時でも、総務委

員会の委員長なりにでも、今度自治会でこうやって行きますということを一言言うだけで

もいいんじゃないですか、委員会を開くまでもないっていうことであれば。総務委員長に、

自治会にこういった説明に行きますと言う報告だけでもしとくべきだと思うんですよ。 

委員会はなかなか頻繁に開けないとわかりますので、正副委員長にすいませんと、地元

の自治会にこうやって行きますと、こういう説明をします、中間の報告しますのでと――

されてないでしょう。 

○古賀地域振興部長 

はい、確かに私のほうから、正副委員長に御説明をしたということはないです。 

ただ、これまでも地元、それから議会には富士小学校跡地整備については、特に注意を

払って説明とか情報共有をしとかなきゃいけないというふうな形でやってきてたんですけ

れども、これに関しては、ちょっとそこが欠けてたというのは申しわけないというふうに

思っております。 

○山下伸二委員長 

普通、こういうのは正副委員長とか正副議長に事前に来るぐらい、先ほど部長が、総務

部がやるもんと思ってたとおっしゃいましたけれども、非常に大きな事業ですよ、富士小

学校跡地全体の利活用というのは。何年もやってきて、マスコミにも取り上げられて、そ

うなると影響を与えようが与えまいがそこ全体を所管する部長と、そして、改修をするな

ら総務部、そして財産活用課が普通だったら、両方来られて正副議長なり正副委員長なり

に説明をされるはずなので、いやそれはもうこれはこっちがやるつもりでしたいう、これ
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はちょっと説明としては、私たちはもう理解できないかなというふうには思いますけれど

も。 

○川原田委員 

今のにちょっと関連しますけど、千綿委員が再三に議会に報告がないということで、私

はいまだに信用できないんですよね。 

池田部長は全然ないと、でも、ひょっとしたら畑瀬副市長が言っていたかもわからない、

私ね、これだけの問題があって、地元議員にも何の話をしないというのがまず不思議でし

ょうがないわけですよね。ですから、地元議員とか 2 人いらっしゃいますし、またこの前

から私ずっと同じことを言ってますけれども、その辺に精通した議員さんにも本当に言っ

てないのかって、これ言ってね、そしてまた簡単にわかったわかった俺に任せとけ、俺が

何とかするのでと言っていたら大問題なんですよ、これ。執行部としては報告をしている

ということになるわけだから。 

一貫して言ってないということを言われますけれども、私、ちらほら、これは噂話かも

わかりませんけど、いや地元の議員に話したよっていう話も、噂――また噂話をしたら怒

られますけれども。いやいや、本当ね、だから、一貫して議員に話していないということ

が本当に信じられないし、だからその辺をちょっともう 1 回池田部長のほうから畑瀬副市

長に確認をとってもらえますか、本当に話してないのと。いや、それ、下手したら議員が

よかよか俺からするので、話しておくのでと言っていたら、これ大きな問題ですよ。それ

こそ議員のほうが失念したことになるわけでしょ。 

私、本当にね、これだけの問題、もう勝手に工事も始める、こういうことをやっていて

地元に議員が 2 人もおられて、そういう話もしないという、ちょっと今まで、先ほどの江

頭委員の質問の中にちょっと触れますけれども、もう信じられないなと。どうですかね、

この辺。 

○池田総務部長 

わかりました。もう一度畑瀬副市長に確認をとります。 

○山下伸二委員長 

確認をとっていただくのと、委員の皆様にお諮りしますけれども、この件については、

後日また改めて畑瀬副市長に来ていただくことになります。 

皆さんには後ほど、畑瀬副市長に来ていただいたときにどういう項目を質問していくか、

ちょっと委員間討議を行おうと思ってましたけれども、その項目の 1 つとして、池田部長

に確認をしてもらうのとあわせて、そのときに委員会として取り上げるということで御確

認いただけたらというふうに思いますので。 

○江頭委員 

先ほど千綿委員と古賀部長の質疑のやりとりの中で、ふと思ったんですけど、一連のこ

の調査の中で古賀部長、体育館問題に対して、ほとんど名前も出てきていらっしゃらない、
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ということは、ほとんど当時の企画調整部長でありながら、外にという形で余り関与され

てないっていうことで、この体育館の改修の細やかな部分、詳細な部分、そういうところ

が全然わからないから、やはり地元の議員に対しても議会に対しても、報告のしようがな

かったふうに取られるんですよね。要するに知っていれば、当然、説明――この改修の内

容がよくわからなかったんじゃないかなと思うんですよ。 

ここに名前が出てくるのは当時、企画調整部の中では武富課長なんですよね。武富課長

は多分古賀部長より詳しかったはずなんですよ。だから本来なら、あなたたちは総務がや

るべきだと思ってたと言うんだけれども、本来なら体育館の改修の詳細な改修の部分がわ

かってるのであれば、報告したと思うんです、部長だって。ここが、この体育館問題の非

常にいろんな疑念が大きくなるところなんですよね。もう全てに、この体育館問題に関し

て、きょうの中間報告じゃないんですけど、どんな部署でも、何かこう疑義が生じる、何

でっていうようなミスが出てくる、この問題に関してだけなんですよ、今までずっと項目

を挙げてきてね。 

だから、私は議会に報告しなかったこと――この当時、1 月 15 日が自治会の――今は地

元との共有ですので、この時点でも改修の内容っていうのはほとんどわかってなかった、

古賀部長はわかってらっしゃらなかったんじゃないですか、その確認です。 

○古賀企画調整部長 

改修、その事細かいところまでは聞いておりませんでしたけれども、当時、聞いていた

のは床が使えないと、消火器がまかれていたとか、そういうふうなのは聞いておりました

ので、ガラスが割れていたっていうのも、1 月の中旬には聞いていましたので、床の研磨

とバスケットの練習に使うということですので、バスケットのゴールが要るだろうという

ことで、そこは可動式と言いますか、何かありますよね、あれを備品かなんかで持って来

られるのかなっていうのは思っておりました。それは聞いておりました、バスケットゴー

ルが要るっていうのは。それと舞台についても、その次――次って言ったらおかしいんで

すけど、そのころぐらいにさっき言った 2 つの後に、舞台のほうも取っ払わないとちょっ

とフルコートでできないっていうのは聞いておりました。 

それぐらいの工事の内容は知っておりました。その詳細を知らなかったから議会に報告

しなかったっていうことはなくて、むしろ自分の所管というのが、その認識が薄かったと

いうほうが、報告しなかった理由としては強いのかなというふうに思ってます。 

○江頭委員 

次の課題が基本構想の部分ですので、ちょっと踏み込まないですけど、今の話からした

らですね、あなたは基本構想に携わったトップでありながら、体育館、一つの施設にステ

ージを取り除くということは基本構想にものすごく影響してくるんですよ。 

これは後でまた質問をしてくいくんですけれども、この時点ではやっぱり修繕程度だと、

当然、1 月 5 日の起案文を見たら、要するに床に消火器がまかれてた、窓ガラスが割れて



- 20 - 

いた、要は修繕程度のぐらいしかなかったんですよ、認識が。基本構想にかかわることで

すよ、一番わかっている、一番大もとの基本構想を遂行する部長として、体育館のこれ大

規模改造ですよね。その認識があったらちょっと待てよと。当然、畑瀬部長が言っても、

そこであなたは、いや待ってくれと、こんな冗談じゃないと、この構想の中で、という話

になってくるのが普通なんですよね。普通に思うんです。 

だから当時は――今ここは共有の問題ですので、自治会との共有と議会との共有という

ことであれば、この時点では、まだ修繕あたりで体育館が別途行われるのだから、バスケ

ットに使えるんだったらバスケットの合宿地もできるようになればいいなぐらいの感覚じ

ゃなかったんですか。 

○古賀企画調整部長 

おっしゃるとおり、あそこは簡易宿泊所のためのスポーツ施設として、いろんな屋内ス

ポーツがやれるようにというふうに基本構想の中でも想定をしておりましたので、それに

支障がないといいますか、それのために改修を先行してされるのは、私としては承諾をし

たつもりです。ただ金額とか、そういうのはここまで大きくなるっていう想定は、その当

時はしていませんでした。 

○千綿委員 

古賀部長、確認です。 

もし当初からそこまで大きな大規模改修だったら、当然私は、古賀部長だったら説明を

されたと思うんですよ。さっき江頭委員も言われたように、当然ながら。そしたら武富課

長はそこまで詳細を言ってないということなんですよ、要は。だってメールで出てくるじ

ゃないですか、武富課長の名前と南雲さんとか財産活用課の大野係長とか野田副課長の

面々とかいろいろ出てくるんですけれども、古賀部長は出てこないんですよ。口頭で説明

をされたのかなと、多分説明をされてないだろうなっていうことしかわからないんですよ、

これだけ見れば、正直。 

私は、すいません、フォローするわけでも何でもないんですけども、古賀部長は当時こ

れだけの規模の改修であったとわかっていたら当然、議会への説明を指示されるだろうと

私は思います。だから、多分、その詳細をわかられてなかったとしか私は思えないんです

よ。私も江頭委員と一緒で。ただ、部下は部下で一生懸命 3 つの課でやっているわけです

よ。それを上に上げたか上げていないのか知らないけれども、そのようにしか見えないん

ですね、この資料を見た限りにおいては。 

当然、古賀部長は議会にもおられたから、議会のほうに報告とかそういうのも当然、必

要性はわかってあると思うんですよ、正直。ただ、そこまでの重要性を認識されていない。

けれども、課長は全部知ってあるんですよ。秘書課と財産活用課と打ち合わせをして、こ

れだけかかると。2,000 数百万になる、耐震設計がこれぐらいなると全部ほとんど知って

あった思うんですよ。それが多分報告がいっていないんじゃないだろうかっていう、私は
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そういう感想を受けます。 

○古賀企画調整部長 

確かに、おっしゃるとおり私の情報量っていうのは少なかったと思います。ただ、部長

が細かいところまで携わるっていうのはなかなかないことでして、担当課に任せるという

仕事が多いです。情報量が少なくて議会に説明をしなかったんじゃないかっていう御質問

ですけれども、私の認識としてはそれとは別に、これは議会に説明しなきゃいけないとい

う認識がありましたので、企画政策課のほうに財産活用課から説明をしてもらってねとい

うのは、言ったと思うんですね。だから認識はあったと思います。 

それと、あと確かに企画政策課長のほうが情報量は多かったんですけども、私も報告を

するように指示をしなかったという責任もあると思いますし、企画政策課の所管が企画調

整部でありますので、そこのトップは私でしたので、一番の責任者は私だというふうに認

識しております。 

○千綿委員 

確認です。財産活用課の誰に言われたんですか、その議会に説明しておいてくださいと

いうのは。 

○古賀企画調整部長 

それは直接じゃなくて企画政策課にそういう指示をしたと思います。 

○川原田委員 

企画政策課は部長から、どなたが指示を受けたの。 

○武富企画政策課長 

議会説明の必要ということは私のほうが言われておりましたので、先ほどの部長を初め、

そういったことで説明の必要があるんじゃないかということはお伝えしたかと思っており

ます。 

○川原田委員 

いやいや、部長がね、財産活用課のほうに議会に説明するようにと、今発言があったん

だけれども、それ課長は財産活用課に伝えたの。 

○武富企画政策課長 

申しわけございません、これは財産活用課長には直接は申し上げていないと思います。

総務部長とそれから担当のほうにこういうふうな話もあるしということで 1月 15 日を含め

て、お伝えしたというふうに記憶しております。 

○川原田委員 

いや、部長からそういうふうに議会のほうにって言われて、あなたが財産活用課に言っ

て、じゃあ言われた以上、あなたはその返事をもらわなかったの。こうやって議会に言っ

たのかっていうことを確認しなかったの。 

○武富企画政策課長 
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その返事の一つが 15日に秘書課のほうがメーンでするというふうな話がきましたので、

それを言うタイミングだったんだろうということで認識しております。 

○川原田委員 

いや 15 日のなんのと言うけど、そんな悠長な問題じゃないだろう、これは。すぐやらな

いかんだろう。違いますか。 

○武富企画政策課長 

時を置かずして話しに行ったかとは思っております。すぐに言ってくださいということ

で強くこちらのほうから申し入れるべきだったと反省しております。 

○川原田委員 

あのね、そういう単純なところを抜いてしまっているからこんな大問題になってるじゃ

ないの、あなたたち、その辺分かってるの。ほとんどわかってないんでしょ。だから、私、

きつい言葉で言ったように議会軽視どころじゃないと、あなたたちは議会無視だと、議会

不要論だと、そういうふうに思うところがあるわけですよ。きちっとやっていけば何とい

うことはないのに、こんな大問題になるわけないじゃないの、あなたたちは想定していな

いでしょう、こういう問題になるっていうのを。単純に考えてしまって……だから、もう

いろいろ後づけの理由はいいからさ、これ本当対応していないとね、今後の議会と執行部

がガタガタなっちゃうよ、あなたたちがこんなミスをやったばっかりに。今、一生懸命頑

張ってる職員たちも、我々の顔を見たら目を背けられますよ。こんなことでいいんですか。

あなたたち、この責任というのはすごく大きいんですよ。理解してますか。武富課長、答

弁できますか。 

○武富企画政策課長 

はい、今回の件では、全てにおいてこちらのほうの配慮不足だったという部分について

反省をしております。今後こういうことが起こらないように総務部のほうでもされてます

今後の対策について、一緒に検討していきたいと思います。 

○千綿委員 

武富課長、その部長から指示を受けた時期と財産活用課に言われた相手、あなたが言っ

たから向こうが説明するものだと思うというのはわかるわけでしょ。あなたが部長の指示

を受けて、財産活用課に言ったわけでしょ。誰に言ったんですか。その時期を含めて。 

○山下伸二委員長 

担当とおっしゃいましたかね、部長と担当とおっしゃったと思うんですが、担当はどな

たですか。 

○武富企画政策課長 

説明の必要性については、この会議の折か、ちょっと場所は覚えておりませんけれども、

総務部長を初め、会議に出ておりました野田副課長、大野係長のほうに議会説明が必要だ

よということは申し上げたというふうに記憶しております。 
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その部分については、古賀部長のほうが 12月中旬に条件つきでこれを使うことの了解を

されていますので、その後、12 月 21 日の会議の折には、まずは財産活用課のほうに申し

上げましたし、その後ちょっとどこでお会いしたかは覚えてないんですけれども、そこで

議会説明の必要性っていうのは何度かお話をしたというふうに思っております。 

○山下伸二委員長 

この経緯の 3 ページの 12 月 21 日、下から 3 段目ですね、ここですかね、市役所コール

センター内で12月 21日だったという話がありましたので、3ページの下から3段目、もし

くは……このときは畑瀬部長がいなかった……参加していない……そうなると一番上のと

ころは、武富課長はいらっしゃらないから…… 

○武富企画政策課長 

12 月 21 日の折には、ここで改修をするということがありますので、この会議の後かと

思いますけれども、議会報告の必要性のほうを申し上げたと思います。その後、財産活用

課の野田と大野のほうに申し上げたと思っております。 

○山下伸二委員長 

21 日は 3段ありますよね。3段目の 15 時から、これは当時の畑瀬総務部長はいなかった

というところの打ち合わせの後にですね、担当者のお二人にはですね。じゃあ、畑瀬部長

にいつ言われたのかわかりますか。 

○武富企画政策課長 

畑瀬部長には先ほどメールありましたように、正式にきっちり申し上げたのは 1月 15 日

に申し上げておりますし、それ以前にもその会議の場ではなくて申し上げたかもしれませ

ん……そこがちょっと済みません、覚えていないんですけれども、そこが一番じゃなかっ

たとは思っております。 

○千綿委員 

畑瀬部長に言われたときに何と答えられましたか。 

○武富企画政策課長 

そうだねっていうような形で、要は、しなきゃいけないなというようなニュアンスだっ

たと思います。 

○千綿委員 

野田副課長と大野係長すみません、武富課長から指示――議会への説明の指示をどうい

った形で受けられて、どういう対応をされて、その後どうされたのかをちょっと教えてく

ださい。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

済みません、いつの時点で伝えたかはちょっと覚えていないんですけど、部長のほうに

は工事関係の分とかで報告したときに、こういうふうな話がっていうことではしておりま

したので、私としては、済みません、部長のほうから上げていただくものだと、もうその
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認識しかありませんでした。 

○野中宣明委員 

武富課長、ちょっとそもそも論で教えてもらいたいんですけれども。財産活用課の野田

さんとか大野さんにお話しをされたというんですけど。何で当時の課長には言われてない

んですか、課長が何で大体出てこないんですか。無視しているんですか、課長を。 

○武富企画政策課長 

無視をしていたわけではないんですけれども、副課長、係長がおりましたので、そこで

申し上げた部分でございます。今思えばちゃんと課長のほうに部長からの指示を伝えるべ

きだったと反省しております。 

○野中宣明委員 

課長はもう全然加わってないんですか。鶴課長は全く名前が出てこないんですよね。ち

ょっと財産活用課に聞きたいんですけど、鶴課長はどういう立場だったんですか、この時

期においては。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

指示が私とか大野 2 人に直接おりてきたものもありますので、こういうふうな動き、指

示がありましたので、旧富士小学校も見に行かないといけないとかいうのも、私たちも現

場に行かないといけないという――席を空けますので、こういうことで指示があってます

ので、こういう動きをしますということで、ボトムアップで私どもからは当時の鶴課長に

は報告を上げておりました。小さいところはしておりませんでしたけれども、大きい項目

については、こういうことでというのは 3 人で協議をして、なるべく前に進めていくよう

にはしておりました。 

○野中宣明委員 

そうなるとじゃあ、真っ直ぐ指示が来る、総務部長から課長、野田さんたち担当にとい

う流れはなかったんですか。ボトムアップで上げる分は上げて、おりてくる分というのは

もう部長からまっすぐ野田さんたちに来ていたんですか、指示が。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

今回の件はそれが強かったと思います。課長から指示っていうのは基本的にはもうほぼ

……私どもから、その検査とか、課長がしていただかないといけないものもありましたの

で、そういう打ち合わせはしておりましたけれども、今回については、ちょっと指示等は

直接私に来たり大野に来たりするのがあったと思います。 

○野中宣明委員 

じゃあ、武富課長もその構図がわかってあって、直接野田副課長たちに真っ直ぐ話をさ

れていたんですか、課長を通り越して。 

○武富企画政策課長 

いや、財産活用課のその内情までは、申しわけございません、把握をしてたわけではご
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ざいません。財産活用課に言ったということだけで、課長にお伝えしていなかったという

ことでございます。 

○野中宣明委員 

だから、通常組織で仕事をする場合は課長から課長――しかも、これは企画調整部から

総務部というもう完全に部がまたがった状態で仕事をされる場合は、通常やっぱりきちっ

と課長から課長に、そういう入り口から入らないとやっぱりだめだと思うんですけど、そ

れが全然できてないですよね。真っ直ぐ部下というか、現場の方々にそう言ってやってい

るので、承知していないとか何とかいろいろ今言われてるんですけれども、通用しないん

ですよ、そういう言葉は。そこをもう少しきちっと説明してもらっていいですか。 

○武富企画政策課長 

その点に関しまして私のほうから古賀部長から言われた折に、財産活用課長に言うべき

だったと思っております。申しわけありません。 

○野中宣明委員 

言うべきだったと思うじゃなくて、だから何で言わなかったんですか。何でそこを通ら

なかったんですか。鶴課長のほうにいろいろお話とかされなかったんですか。 

○武富企画政策課長 

その当時会議のほうに野田副課長、大野係長が出ておりましたので、もうそこで話して、

そこで伝えたというふうに認識してしまいました。そこについては課長のほうに伝えるべ

きだったと思います。 

○野中宣明委員 

一般的にちょっと教えてもらいたいんですけど、通常、役所の中で業務をこうやってま

たがってやるときというのは、こういうことでいいんですか。 

○池田総務部長 

市長も最近繰り返し言っておりますが、組織としての動きが――今回の件、組織として

動きができていなかった、ガバナンスが全くなっていなかったっていうところは認めざる

を得ないと思います。通常、課長から課長、指示も上からの指示が組織論として当たり前

のことだと思います。その分も問題点を取りまとめて検討していきたいと思います。 

○千綿委員 

部長、そしたら僕はちょっと今のやりとりを見ていて思うのは、畑瀬総務部長と武富課

長が課を、もしくは部を横断して指示を出したということを認められるということでいい

んですかね。 

○池田総務部長 

それは畑瀬副市長から武富というところではなくて、うちの内部的に、財産活用課の課

長ではなくて、まっすぐ下の副課長のほうに言ったというところでございます。 

○千綿委員 
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僕たちが今までずっと、もう 10 回、10 回しているんですよ。10 回して、今日で 11 回目

ですよ。ずっと一連聞いていて、私たちは常にそれ全部一応調査してきてますので、見る

と、もう当時の畑瀬総務部長と武富課長と南雲さんで回しているようにしか見えないんで

すよ、正直。要するに、組織立って動いてないとわかります。私もそう思います。もうそ

こでやってるってしか見えないんですよ。鶴課長なんか出てこないですよ、古賀部長の名

前も出てこない、ほとんど。1回、2回出てくるくらいなんですよね。全部横断してやって

いるような形にしか見えないんです、正直。組織の体をなしてない。 

部とか課とか関係なくて、自分たちで勝手にやってるようなイメージにしか見えないん

です。私が思うので、別に部長は違うと思うかもしれませんが。私はずっとその議論をや

っている、経緯を見ていると、そうとしか見えない感じがします。組織の体をなしてない

ように見えます。 

○池田総務部長 

そうとしか見えないっていうところが一番問題だと思います。私も現実に、リアルなと

ころでいなかったので雰囲気がわからないんですけれども、そういうふうに見えたという

ことは大きな問題だと思ってますので、そこはきちっとできるように体制を整えないとい

けないなと思っています。 

○山下伸二委員長 

もちろん、小学校全体が企画調整部ですから、武富課長のところに話をしとかなければ

いけないというのはわかるんですけれども、言われたとおり、財産活用課は総務部なんで

すよね。総務部で財産活用課の課長を一切経由していないというのは非常に不可解ですよ

ね。私たちはよく議会の中でも一般質問で庁内の横断的な連携をと言うんですけれども、

これは横断的な連携とは言わないですよね。私たちが言っている横断的連携というのはこ

ういうのじゃなくて、きちっとそれぞれの部署間で責任者の人たちが連携をとって、そこ

での意思疎通が行われていて初めて庁内連携ですから、ちょっとこういったのは庁内連携

とは呼べないかなというふうにちょっと私も感じておりました。 

○江頭委員 

議会との地元の情報共有ということで、改修でも全然地元の議員にも、議会にも報告が

……今の質疑の中でわかるんですけど。この件が出て、ホームタウンの申請に向かうとき

も、それから、富士町で 4 月から特に秘書課の皆さんが、山崎課長を初めとして、バルー

バーズの選手の就職あっせんに関しても一切地元議員にも、これもまた報告をしてない、

しなかったということでよろしいですか。 

そして、この就職斡旋でも、この委員会の中でもかなり質疑をしたんですけれども、非

常に元会長の山口さんにも迷惑をかけたという、一連もありますよね。それも地元の議員

に対して報告をしたともこの経緯を見ても、どこにも書いてなかったかな。まさに、そこ

がもうこの改修の話もしていない。それから就職あっせん、そういうバルーナーズの選手
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の富士町における日常生活の部分、それからホームタウン申請、体育館を拠点としていく

ことに対しても地元の議員にも、これもう 1 回改修の話をしていないから、ずっと伏せる

しか――伏せるというか、どこかの時点でと思われたんでしょうけど、それもできてない

ことというのは、何でこの体育館だけの問題にここまで説明をしなくて、あなたたちだけ

で動いたのか。この改修はいいですから、その後の部分の説明をお願いします。 

○山崎秘書課長 

江頭委員がおっしゃったように、地元の議員にも結果的に説明を私のほうからは全然で

きておりません。就職の件では地元の山口さんにも、大分御迷惑をおかけして、山口さん

のほうに大分お詫びを申し上げたんですが、その経緯について私のほうから地元議員さん

のほうには、結果的に報告できなかったことについては、今反省をしているところでござ

います。今考えますと、やはり先ほどからおっしゃっているように事前にやっぱり地元の

議員、それから議長、委員長等に相談すべきだったということで反省しております。 

○山下伸二委員長 

ホームタウンの件はどうですか。 

○山崎秘書課長 

ホームタウンの件は、やはりそのときの前回の委員会の中でも御説明申し上げたんです

が、私の意識としては、やはりＢリーグのほうに書類を提出しなくてはいけないというこ

とで、そういう意識のほうが強かったっていうのがやっぱりあります。それで議員のほう

にその時点で報告をしなければいけないということは考えませんでした。申しわけござい

ませんでした。 

○江頭委員 

山崎課長、本当に申しわけないけど、僕は言葉じりをとって質問をしたくないんですけ

ども、報告ができなかった、地元の議員に対しても、正副議長に対してもできなかったこ

とと、何でできなかったことになるとかなというのが、改修のときに話をしてないという

ことでの流れでできなかったことになるのかですね。 

○山崎秘書課長 

それ以前に議員に説明していなかったから、そのとき、支援のときにしても、就職のと

きにしても、説明をやめておこうという考えは、そのときは、正直私のほうにはそういう

考えで議会のほうに報告しなかったということはございません。そのときはもう単純に議

会に報告しなければいけないということを、やはり私のほうが認識していなかったんだと

思います。以上です。 

○江頭委員 

非常にうがった言い方になんですけど、上司の畑瀬部長がやっているんじゃないかなと、

地元議員ぐらいにはと少しでも思われなかったですか。 

○山崎秘書課長 
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提出させていただいた南雲のメールの中にも当時の畑瀬部長に議会の説明をということ

で話もあっていたので、部長のほうから説明があるのかなというのは、正直やっぱり私も

南雲も思っていたところがございます。 

○川原田委員 

山崎課長にお伺いしますけれども、そのバルーナーズの就職のあっせんか何かのときに、

当然山口自治会長も当然ですけれども、やっぱり地元の中をコメツキバッタみたいにしょ

っちゅう頭を下げて回っているのは我々議員なんですよね。百戦錬磨の畑瀬副市長からも

そういう助言というのはなかったんですか。議員さんに相談して一緒に回ったら早いかも

わからないよとか、そういう助言はなかったんですか。 

○山崎秘書課長 

そのときは、そういう指示等はございませんでした。 

○川原田委員 

ということはやっぱり議会には内緒でやろうねということかもわからんね、裏を返せば。

通常、畑瀬副市長クラスになるとやはり、議会との関係も十分にわかっていらっしゃるか

ら、本当に地元のことを一番わかっているのは、議員だから議員にも相談しながらやった

方がいいんじゃないぐらいのアドバイスがあってしかるべきだと思いますけどね。私たち

も地元の議員のときは、やはりその当時、10 数年前の総務部長あたりがお見えになって、

よかったらこういうことでやりますから、ぜひ御協力をいうことがあってたんですけれど

も、本当になかったの。信じられないな、それ。まあ、なかったと言われればそれまでで

すけどね。 

○山下伸二委員長 

その辺も含めて、副市長に来ていただいたときに、単に改修の事前の調整だけではなく

て、そのホームタウンの申請等も、議員に対しての何らかの接触――接触という言い方は

おかしいですけれども、相談なり働きかけ等がなかったかどうかについては、その辺につ

いてもまた確認をすべきかなというふうに思います。 

○千綿委員 

山崎課長、ちょっとお尋ねですが、そもそもその 1 企業のバルーナーズという企業の就

職あっせんを地元にお願いされてますよね。でも当初の説明ではバルーナーズの支援って

広報と告知だったかな、だから広報広聴ということで決まっていて、就職の世話までする

ということに対する違和感ってないですか。例えば、僕たちからすると一つの株式会社、

株式会社サガスポーツクラブっていう会社のバスケットボールチームの社員の就職のあっ

せんを地元にお願いされたわけでしょう。ということは、1 企業なんですよね。というの

は、例えば 1 企業の支援を市役所が強力に推し進めるときに、山口前会長のところにお願

いに行くっていうことに対する違和感というのがなかったんですか。 

○山崎秘書課長 
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以前も御説明したと思うんですが、当日一緒に就職のあっせんをお願いしに行くという

話をして行ったわけではなくて、結果的に当日バルーナーズ側のほうから地元のほうで就

職がないかというような話があって、そのときはちょうど自治会長会の前だったので、私

どもも同席しておったんですが、おっしゃるように一つの企業の就職を地元にお願いする

ということに形的になってしまったんですけれども、佐賀市のどこでもいいというわけじ

ゃなくて、やはり地元の富士のほうで働いて盛り上げていきたいということでお話をされ

て、それを聞いて、そこについての違和感はなくて、それはいいことだなということで出

席した者は思ったと思います。 

○山下伸二委員長 

これは、3 月 13 日にナチュラルライフから課長に当時お願いがあって、課長の判断で、

佐賀市として、秘書課として関与していくことを決めたということは、以前の調査の中で

説明があっていますので、地元との関与についてちょっと話を戻しいただければ助かりま

す。 

○千綿委員 

だから、結果的には、結局いいよという会社が幾つか出て、就職はされてないわけです

よね。結果的に、一応市がお願いしたような形になっているわけでしょう。山口前会長に

お願いして、山口前会長がいろいろ動き回っていただいて、そして、結果的にはなされて

ないわけですよね。ただ、多分地元からのイメージからすると、市役所がこれだけかかわ

っていても、結局ドタキャンされたとしか思わないじゃないですか。 

それで、最終的にはそこで山崎課長がずっと謝って回られたっていう部分になっていく

んだろうとは思うんですが、山口前会長からするとじくじたるもんがあるんじゃないかな

という、私の感想なんですけど、そこまでされて結果的にははしごを外されたっていう話

になってしまうと、大変だろうなって私なんか思うんですけどね。最終的にその断られて、

結局ドタキャンでもう全然就職のあっせんはできなかったわけでしょ。そのことについて

ちょっと。 

○山下伸二委員長 

この件についてはバルーナーズへの支援のときに、1 回話をしてもらっていますけれど

も、改めてすいません、今質問があってますので、答弁をお願いします。 

○山崎秘書課長 

おっしゃるように結果的に、市のほうも一緒に山口会長のほうにぜひお願いしますとい

うことでお願いした経緯がございますので、結果的に地元のほうに就職ができなかったこ

とについて、山口会長のほうには本当に御迷惑をおかけしたと思いましたので、山口会長

のほうには謝罪しに、電話でも、行ってもさせていただきましたし、当然私も一緒に、企

業のほうにも、バルーナーズだけで行くんじゃなくて、私のほうも行って頭を下げる必要

があると思いましたので、そこまでは私もさせていただいたところであります。 
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○千綿委員 

それバルーナーズの本拠地の申請を 8月 16 日にされているじゃないですか。その説明は

地元にはどういった形で説明されてますか。いつごろに、もしわかれば。 

○山下伸二委員長 

地元に説明されていますか、佐賀市がホームタウンとして申請することを。 

○山崎秘書課長 

8 月の起案でとった支援文書をバルーナーズのほうに提出するということについては、

自治会長を含めて説明はまだしておりません。 

○山下伸二委員長 

地元には説明はしていないと、この件については地元とは連携をとってないということ

ですね。 

○重松委員 

地元との情報共有に入っていますけども、一つだけ確認で、議会への報告の中で、南雲

室長と山崎課長は、部長が議会のほうには報告すると思っていたということでしたけれど

も、畑瀬部長と武富課長のラインの中で、まず、12 月 21 日に体育館の改修については、

武富課長のほうから畑瀬部長のほうに議会への報告をお願いしますと言ったということで

したけれども、そのあとメールのやりとりで 1月 15 日にも、畑瀬部長から正副議長への説

明は会見前に会見資料で行うということで、これは南雲室長から武富課長のほうにもメー

ルが行ってるわけですね。そのとき武富課長は、これを見てるわけですね。その後もその

翌年ですか、2 月に入ってからも議員への説明は会見の前ということでしたが、改めてど

のタイミングで行うか、後ほどまた相談させてくださいということで、これも武富課長も

受けてありますよね、南雲室長からですね。 

その後に、ずっと 12 月から 1 月、2 月に入っても全然議会への説明があってないじゃな

いですか。そこ、武富課長はもう絶対わかっていたと思うんですよね。常に入ってありま

すから。そんときに、確かめなかったんですか。もうそろそろしたほうがいいんじゃない

ですかとか。例えば、こういったことを言ったら何ですけども、部長のほうからちょっと

議会には伏せとけと言われたのか、それとも、あくまでももう部長の判断にお任せすると

いうことで、もう改めてまたいつしますかというなことは言わなかったんですか。 

○武富企画政策課長 

1 月 15 日の折には申し上げたと思っております。ただその後については、確かにこのメ

ールは見ておりましたけれども、申しわけございません、これを見て催促といいますか、

したほうがいいんじゃないかっていうことの発言はしていないと思います。 

○重松委員 

そしたら、あくまでも前総務部長、畑瀬部長が議会への説明というのはもう握りつぶし

たということですね。もうそれでいいですかね。 
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○武富企画政策課長 

握りつぶしたかどうかは、お聞きいただいたほうがよろしいかと思いますけれども、こ

のとき、後でちょっと見返しても、会見前というようなことのタイミングを思っていらっ

しゃったみたいであるので、その会見がどう動いたかっていう部分が、影響したのかもし

れませんけれども、申しわけございません、1 月 15 日以降私のほうから議会説明の催促と

いいますか、そこの申し入れはちょっとしていないと思っております。 

○山下伸二委員長 

南雲室長に確認します。このメールで、きちっと確認していなかったかもしれませんの

で、確認なんですけれども、畑瀬部長から正副議長への説明は会見前に会見資料で行うと、

これは、バルーナーズ、プロバスケットボールチームが誕生しますということについて、

正副議長に説明を行うという、この件だけよろしいんですかね。例えば体育館の改修とか

そういったことも含めてということだったという認識だったのか、そこだけ確認させてく

ださい。 

○秘書課シティプロモーション室長 

このときは、たしか、その内容について、何々について、何々についてっていう確認は

していなかったと思います。ただ、私の頭の中にはその工事について、あまり詳しく、詳

細までは、金額とかも知っていたわけじゃないので、工事について秘書課から説明するっ

ていうことは考えていませんでした。 

○山下伸二委員長 

そうなるとですね、結果として 1 月に行う予定だったバスケットボール、プロバスケッ

トボールチーム誕生の記者会見が結果として、4 月 20 日に延びていますので、そのことが

できなかったということについては、なんとなく理解できるんですけれども、その間に、

この体育館の改修について説明ができなかったのかどうかということは、このことも畑瀬

副市長に確認をすべきかなというふうに思います。この 1月 15 日の記者会見前、南雲室長

はバスケットボールチームだろうというふうに認識をしていたんですけれども、どういう

ことで、南雲さんと当時の畑瀬部長が話をされていたか、ここはちょっと確認をする必要

があるかなというふうに思います。 

○江頭委員 

これは畑瀬副市長の答弁だったかもしれませんけど、このバルーナーズの誘致が富士町

ないしは佐賀市にとって地域活性化に寄与できるというような答弁をされていますよね。

プロバスケットの誘致ということに対して。でも、今この就職あっせん並びに住まいのい

ろんなあっせんに対して、結果的には非常に富士町に対しても、地域に迷惑をかけている

ことになってるんですけれども、このことについてどういうふうに思われるんですか。総

務部長でもいいし、山崎課長でもいいですけれども答弁をお願いします。 

○山崎秘書課長 
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確かに、バルーナーズのほうは地元を盛り上げようということで、就職を富士のほうで

という、それで住んでということだったんですが、結果的に、今のところ迷惑をかけてし

まっているだけというような状況については、御指摘のとおりで、今のところそういう状

況であるというのは認識をしております。 

○江頭委員 

今バルーナーズのチームは体育館を使用して練習に励んでらっしゃいますよね。どちら

にお住まいになっているんですか。そういうのも斡旋した課長だったら、把握も全部でき

ていると思うんですけど。 

○山崎秘書課長 

チームのほうからお聞きしてるのは大和のほうに住まれているということでお聞きして

おります。 

○野中宣明委員 

これは前、議論したんですけど、選手がそこに入居されるからということで宿舎を探さ

れていて、宿舎契約までしてありますよね。これは何ですか、それなら、今どうなってい

るんですか。 

○山崎秘書課長 

富士で借りられている宿舎については、もともとは選手のほうが住まれるということで

探されたと、それで契約までされてるということでお聞きしてるんですが、ちょっと詳し

い、何で入らなかったということまでは、ちょっと検討した結果、今のところは今の選手

は入られていなくて、今後またトライアウトで入ってこられる選手については住まれるか

どうか検討していきたいという返事を受けております。 

○野中宣明委員 

じゃあ、地元にとっては地域貢献にはなっていないということですかね、結果的に。 

○山崎秘書課長 

今のところはそういうことになります。 

○千綿委員 

でも、そもそも論からいくと、本体の部分は 32 年 3 月までの完成で今計画が上がってま

すよね。そうなると、本体工事に迷惑をかけない範囲でということで体育館利用がなって

いるので、当然それ以降はなかなか使いづらいっていうのをメールの中にも書いてありま

すよね。山崎課長、それを受けたときに 32 年 3 月までに――マックスできて 32 年 3 月じ

ゃないですか、バルーナーズがそこを使えるっていう認識。就職、もしくはそういうのを

お願いして回ったときに、それ以降はどこで練習されるかわからないわけですよね、逆に。

そういうのは考えられなかったんですか。それともそこに就職しながら別のところに練習

に行くっていう認識をされていたんですか。 

○山崎秘書課長 
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その当時そこまで認識して就職とか住むところを考えていたわけでは正直ありませんが、

おっしゃるように、練習はほかのところでしても、富士を盛り上げたいという気持ちから

すれば、そのまま住まれてアルバイトでも働かれていくのは問題ないかと思います。 

○江頭委員 

すいません。今の続きなんですけど、これ総務部長にお願いします。就職あっせんとそ

れから住まいのそういう一連の流れの中で、山崎課長、実際このバルーナーズのチームと

いうのは結局、地元に迷惑かけたということになっていますよね。なったというふうに今

おっしゃいました。ということは、そのこういうトラブルを起こしたチームを 8 月には本

拠地としてやるんだという起案文を起こして、申請するそのことについて、総務部長はど

ういうふうに思われますか。これだけ最初のつまずきがあるんですよ、スタートの。そう

いうバルーナーズの本拠地として佐賀市のプロバスケットチーム誘致に向かうということ

に対して、これ議会に報告もしてないから、そんな軽い気持ちだったんでしょうけれども、

総務部長、この点について本当にどう思います。 

○池田総務部長 

まずもって地元のほうに迷惑をかけたということは認めて、その辺は反省をしておると

ころです。8 月に支援を決めて、今バルーナーズ、確かに、富士町で働かれていないんで

すけれども、いろいろな行事ごと、まつりへの参加ですとか、子ども対象のバスケットの

クリニックとかは精力的に開いて、なるべく地元のためにということで活動をされている

ようでもあります。 

そういったところを含んでいただいて、確かに、議会のほうに報告をしてなかったこと

は大いなる反省点ではございますけれども、市と議会一緒になって応援して支援していけ

ればなと今思っているところでございます。 

○山下伸二委員長 

時間が 2時間程度経過いたしました。 

情報共有のあり方について、一緒に盛り上げていくのであれば、なおさら議会になぜそ

ういうことをやってるということを説明しなかったのかという、ちょっと質疑を重ねれば

重ねるほど、ここら辺の情報共有の状況について、共有については非常に疑問があります

けれども、ちょっと一旦ここで休憩に入らせていただいて、次、もし残りがあれば、議会、

地元との情報共有について話をさせていただきますけれども、次は富士小学校跡地の利活

用に係る基本構想に与える影響、これについて入っていきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

再開を 15 時といたします。 

◎午後 2時 48 分～午後 3時 00 分 休憩 

○山下伸二委員長 

それでは総務委員会を再開いたしますけれども、きょうはこの後、富士小学校跡地の利
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活用に係る基本構想に与える影響と公文書管理のあり方、それから、職員の倫理について

まで予定したんですけれども、時間的なものがございまして、職員の倫理は、調査項目の

①②のほうに職員倫理がありましたので、分けさせていただいて、きょうはできれば公文

書管理までの調査にさせていただきたいと思うんですが、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

じゃあ、人事課の方は済みません。今まで待ってもらったんですけれども。 

それでは、富士小学校跡地の利活用に係る基本構想に与える影響について説明いただき

たいと思いますけれども、委員の皆様には基本構想の説明はことし 4 月の総務委員研究会

であっておりますので、総務委員研究会の説明資料、これが 4月 20 日、企画政策課からあ

っておりますので、こちらのほうを参照いただければというふうに思いますので。 

執行部から基本構想に与える影響についての認識を御説明いただきたいと思います。 

○古賀地域振興部長 

では、基本構想を今見ていただいていると思うんですけど、大きい番号の 4 番、屋外空

間のイメージというところの左下、多目的体育館というところに説明を書きを入れてると

思うんですけれども。3ページの左下です。 

ちょっと読ませていただきますけれども、スポーツや各種イベントまで多様な用途に適

した施設としますということで体育館のことを示しています。ＩＴ技術を利用した科学的

なトレーニング行える設備や、近年ニーズが高まるダンス施設としての機能などを確保す

ることで施設の差別化を図りますというふうに書いています。それで、絵のほうはスポー

ツをやってる絵になっていると思うんですけれども。こういうふうな考えで、基本構想の

策定を進めておりました。 

12 月の中旬に、当時の畑瀬総務部長から先行して使いたいというお話がありまして、そ

のときに私から申し上げたのは、工事の期間にまず支障がないようにしてほしいと。工事

に支障がないようにしてほしいと。そうなると期間としては、平成 31 年度の途中ぐらいま

でしか使えませんよという話をしました。 

それと、内容についてですけれども、いろんなスポーツとか、ドローンとかも、ここで

研修したりとかいうのも想定しておりましたので、そういうことができなくなるような改

修はやめてほしいと。手戻りが生じるとか、そういう改修はしないでくださいという話を

したと思います。 

それと、最後にＪＶですね。ここの管理運用候補者の了解を得て、こちらから話をしま

すので、了解を得たらオーケーですという話をしましたので、そういった条件がクリアで

きれば、この基本構想には支障がないですというような認識でおりました。 

○山下伸二委員長 

基本構想に与える影響についての認識について執行者から説明がございましたので、こ

れについては皆様から御質疑をお受けします。 
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○江頭委員 

そもそも、この基本構想は今言われた 3 者が契約をとっているわけですよね。そして、

突如として体育館を別にということの決定をする段階で、このＪＶ3 者との全体の体育館

まで含めた部分での、構想中での契約だったと思うんですけれども、そことのＪＶとのそ

の契約を体育館だけ外すというところで、どういうふうな契約変更をされたのか。いつの

時点で、どういうふうな形でされたかっていう、当然契約の変更ということになると思い

ます。ですから、そのあたりを具体的に、時系列とともに説明をしていただきたいと思い

ます。 

○古賀地域振興部長 

詳細にというお話ですので、ちょっと時間をいただいてよろしいですか。今資料を出し

て説明できるような状態になってから御説明したいと思います。 

○山下伸二委員長 

資料は口頭で説明されますか、それとも資料を出されますか。 

○地域政策課職員 

所管事務調査 13の資料のほうでお出しさせていただいた業務打ち合わせ簿、こちらのほ

うに記させていただいております。 

○山下伸二委員長 

ちょっと待ってください。所管事務調査の 13……お手元の資料は確認できましたか。よ

ろしいですか。 

○地域政策課職員 

こちらのほうが、ＪＶ、設計管理運営候補者のほうと私どものほうで打ち合わせをした

記録をしておるものです。1 月 15 日に今回の体育館に関しましては、市の財産活用課のほ

うで別事業として行いますので、設計の対象からは、一旦除外しますというような指示を

しております。所管事務調査 13 の 2 ページ目のほうなんですけれども、こちらのほうが、

ことしの 9 月 7 日に取り交わしをさせていただいてる業務打ち合わせ簿でございまして、

諸設計作業等を最終的に調整させていただいた結果を双方協議の上、打ち合わせ簿として

とらせていただいているものになっております。以上です。 

○江頭委員 

1 月 15 日にとにかく体育館を外すんだと。そして、9 月に金額的なものが、外した具体

的な経費の内訳の減額が出てるということですよね。そうすると、その前に耐震設計とか

やって 4 月に支払いなんかやってるじゃないですか。その辺の整合性ってどうとるんです

か。これでいくと、業務打ち合わせは、9月 7日ですよ。1月の時点では何にもＪＶとの契

約金額のことは出ていないですね。そうすると、3 月までに終わった体育館の設計から耐

震設計なんかは、4月にもう支払いしてますよね、280 万円。こんなことって、できるんで

すか。この回答書だけしかないんでしょ。あと口頭ですか。 
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○地域政策課職員 

こちらの 280 万円の分に関しましては、ＪＶに支払ったお金ではございません。石橋建

築事務所のほうに財産活用課から支払いをされたものでございますので、今回のうちの基

本構想の策定と設計の業務の委託契約の中でやりとりをした金額ではございません。うち

のほうの委託業務の中でやりとりした金額は、この 9 月 7 日のところに記されている部分

ということになっております。 

○江頭委員 

いや、耐震設計は、当然校舎、体育館も含めてＪＶとの契約が済んでるんでしょ。そし

てその下請に石橋建築事務所を頼んだんでしょ、その全体の中で。だから石橋建築事務所

がやってたんだよね、ずっと下請で受けながら。そして、突如として体育館を切り離して

契約をやったんでしょ。当然、全体のＪＶの契約から減額を最後しないとだめでしょう。

違うかな。その辺が流用したから大丈夫なんですかね。そのあたりがすっきりしないから。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

財産活用課から説明するのはあれなんですけど、今業務打ち合わせ簿の 2 枚目のところ

に、マイナス 160 万 3,000 円、この分がＪＶのほうから下げられてる分ですね。ですので、

この分は、ＪＶのほうには払われていない。体育館の除外の分として、耐震の設計の分が

外されてると。この分については設計だけです。財産活用課が発注したのは、設計と管理

まで4項目をお願いしています。ですので、280万円とちょっと高くなってますけれども、

そことはうちが払ってる分と二重で払ってるということにはなっておりませんので。今、

江頭委員が御心配されてる分については、ここで外れていると考えていただければ結構か

と思います。 

○江頭委員 

普通だったら 1 月に体育館だけ行いますよという時点で、この業務打ち合わせ簿がすぐ

さま――どちらにしても、減額するこの部分というのは出さないと、これだけ期間が長く

て――どっちも関係ないからということで理解していいんですかね。要するに別発注って

いうことで、石橋建築事務所に対しては、今回全く別の発注をしたというふうな取り方だ

から、その分はもう 9 月に減額をオープンエーとやっていますということでいいんですね。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

今おっしゃられたように、切り分けて、ここで 1月 15 日のうちには入ってたけれども、

そこで体育館だけ切り離されて別契約っていう感じで考えていただいて結構かと思います。 

○千綿委員 

古賀部長にお尋ねですが、この基本構想は、たしか 4 月 20 日に説明があったので、3 月

31日までにできたやつを4月20日に説明されてるんですよね。実はもう体育館改修は終わ

っているじゃないですか。基本構想が出る前にもう完了してるわけですね。 

基本構想の中には、ＩＴ技術を利用した科学的なトレーニングが行える施設、それとダ
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ンスがありますけど、そことの整合性はとれるんですか。もうできてますよね。構想がで

きた時点では体育館はもうでき上がっていますが、この構想通りに体育館はなってるんで

すか。 

ちなみに構想ができたのはいつですか。 

○山下伸二委員長 

その前の研究会の資料の先ほどの前のやつで説明していただけますか。 

基本構想の説明等があっていますので、これが完了した日、この一連の経緯が 1 ページ

のところにありますので。 

7 月 24 日には提案書をＪＶから受け付けされてますよね。このときに恐らくもう、ある

程度こういう形になってたんでしょうけれども、提案を受けられてずっと地元説明会があ

っていまして、この提案が正式に確認されたのはいつですかということなんですけれども。

この一連の流れの中でわかりますかね。 

○古賀地域振興部長 

ちょっと調べさせていただいてよろしいでしょうか。4 月 1 日に人事異動で私と桂が地

域振興部のほうに移動したりとかして、その後、引き継ぎは 4月 20 日の議会の研究会で、

基本構想を説明すると同時に地域振興部のほうにこの仕事を引き継ぎますということで、

ちょっと 20日間空白の期間もあったので、ちょっと企画政策課のほうと今確認をしており

ますので、わかり次第御報告します。 

○山下伸二委員長 

それを棚上げして次の質問できますか。 

○千綿委員 

地元も当然使えるんですよね、基本構想の中では。 

例えば以前はステージがあったわけですね。これ、地元も使うとなったら、ステージが

あったほうがよかったとかいう、その整合性はとれているんですか。 

○古賀地域振興部長 

ここは、基本的にスポーツとか、そういうのをやろうと思っていましたので、基本構想

の中ではスポーツとか、いろんなスポーツに関連するようなＩＴ技術を駆使して、筋力測

定をしたりとか、そういうのも基本構想の中には考えとしてありましたけれども、ステー

ジがあったほうがいいとかよりは、むしろバスケットとかいろんなスポーツをやるには、

なるべく広い屋内施設のほうが活用はできるだろうなというふうには思っていました。そ

れまでも、そのステージを使って何か地元でされたっていうのは、ちょっと聞いたことは

なかったもんですから。 

○千綿委員 

前のことにも関連するんですが、要はこの成果品が出たのは 3 月下旬ぐらいじゃないか

なと思うんですよね、当然ながら。その前にできているわけですね。だから、古賀部長は
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当然影響がないっていう部分で言われてると思うんですけど、これつくり変えることはな

いというのが前提ですよね。そうすると、まだ基本構想ができる前に、もうでき上がって

しまうということイコール基本構想がわからないのに付けれるわけないですよね、逆に言

うと。例えば、ＩＴを駆使したというなら、電源が要りますよね。電源は何カ所になるっ

ていう計画が後で出て、もう前にできちゃってますよって、そこら辺の整合性はどう捉え

たんですか。 

○古賀地域振興部長 

その辺の詳細なところになると、設計段階になるとは思うんですけれども、基本構想の

中ではあくまでも活用案ですね、こういう活用を目指して、この施設を整備しようという

ふうな、むしろ考え方の方針を出すというのが基本構想だと思っていますので、そこまで

詳しくは詰めてないっていうのと、あと、さっきも言いましたけれども小学校ですので、

簡易宿泊施設の対象者としては、中学生、高校生、それから大学生とか社会人を想定して

いましたので、広いほうが利活用としては、使い勝手がよくなるというのと、ステージに

ついては、思っていたのは仮設のステージとかも当然文化体育館とか、そういうところで

もやって、いろんな活用をされていましたので、ステージが要る場合は、そういうふうな

活用もできるなというふうに思っておりました。 

○山下伸二委員長 

今後ろで調整をしてもらっているんですけれども、この先ほどの資料から見ると、平成

30 年 2 月 26 日の段階では基本構想原案となってるんですね。原案ですね。4 月 20 日に総

務委員研究会は、基本構想となっているので、恐らくこの間に正式に基本構想として取り

まとめられたんだろうと思いますので、その辺を確認してもらっていいですかね。 

○千綿委員 

部長の考えで影響がないようにっていうのは、影響はゼロっていうことはあり得ないで

すよね、当然。例えば、さっきの電源の問題も含めて、体育館ができるのが前で構想がで

き上がるのが後になっちゃうので、当然後でまた追加工事が出るっていう認識はあられた

んですか。 

○古賀地域振興部長 

追加工事が出るっていうよりも、手戻りがないようにしてくれと。最低限の整備にして、

あと必要な部分は後で付加すると。それはオーケーだと。ただ手戻りになる、無駄なお金

が要るという改修の仕方はやめてくれという考えです。 

○千綿委員 

前も聞いたと思うんですが、要は、基本構想ができて、あと 2 年、この間の補正で 7 億

5,000 万円つきましたよね。あれで平成 32 年 3 月までに完成させるというスケジュールで

行かれていたと思うんですが、そのときに、一番最初のころだったと思うんですが、過疎

債を使おうと思っていたっていうようなこともちょっと発言をされています。その全体構
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想の中で、国の補助の対象外というのは体育館とか、ほかにあるだろうということもちょ

っと言われましたよね。どこまでが対象外で、どこまでを過疎債で申請されようとしてた

かっていうのは具体的には答弁できますか。 

○古賀地域振興部長 

これは国との協議の間で決まっていくことなんですけれども、実は 1 次募集という、こ

の国の補助金、財源というのが平成 29 年の国の補正予算でついています。第 1次募集が平

成 30 年 1 月にございました。そのとき協議に行って、そのときは体育館を含めたあそこの

敷地全体の整備費用と、あと山村広場も入れられないかというところで協議に行きました。

その結果、国の答えとしては、これはあくまでも生産性革命とか人づくり革命に該当しな

いとだめだよということで、山村広場、体育館を入れたらスポーツ色が強くなると。そう

なるとちょっと国の趣旨から外れるから、そこはちょっと難しいねということを言われま

したので、そのときは申請を断念しまして、新たにことしの6月か7月に、2次募集がござ

いましたので、再度それを外した形で協議に行っています。 

そのときは、体育館と山村広場を外して、簡易宿泊施設とサテライトオフィスっていう

スキームで持って行って、そこは対象となるだろうというふうに言われましたので、この

敷地内の整備で対象にならないっていうのは、やっぱり体育館だなというふうに認識して

いました。そこは過疎債で補えると財源を補えるというふうに考えておりました。 

○山下伸二委員長 

だから、活用されるのは、地方創生拠点整備交付金の件ですよね。それぞれが対象にな

らないので体育館は過疎債でという考え方だったということですね。 

○古賀地域振興部長 

はい、おっしゃるとおりです。 

○武富企画政策課長 

先ほどの構想に関する部分ですけれども、平成30年3月31日付けで決裁をいただいて、

方針決定をしているところでございます。 

○山下伸二委員長 

平成 29 年度末に決定をしているということですね。 

○江頭委員 

先ほど古賀部長は、この体育館の改修において、手戻りだけはやめてくれと。無駄にな

る改修はということで、今回、オーケーしたっていうんですけど、どう見ても、ああいう

トイレ改修をやってしまえば――それは本会議場でも古賀部長が答弁をされたんですけど、

私はあれを聞いてて――本当に古賀部長、あのトイレ改修を見ましたか。見てあの発言な

んですか。 

○古賀地域振興部長 

はい、見せていただきました。改修後に見ています。恐らく、この総務委員会の現地視
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察のときが初めてです。 

○江頭委員 

私は、白倉議員の議案質疑の中でああいう答弁を聞いて本当に驚いたんですよね。あれ

で使えると思いますか、男女。あれは、今この基本構想に載った多目的施設としての使い

方であれば、もうまさにあそこはまた改修をしないと、とてもじゃないけどですね……私

も見ましたので。一緒に、そのとき見たときに一番びっくりしたのは、やはりトイレの部

分ですね。これはまさにもうバルーナーズのために、ああいう設計変更までしての部分だ

ったからとしか思わなかったんですよね。そのことについて、今でも、あの答弁は――答

弁が正しいっていうより、あの認識ですよね。これは絶対的に使えないでしょう。男女で

何かが、スポーツでもいいです――行われた場合に、とてもじゃないけど使用できるよう

な状況ではないと思うんですけど、いかがですか。 

○古賀地域振興部長 

たしか議案質疑のときに答弁させていただいたのは、入り口が 1 つだけど、中で仕切ら

れているという話をしたと思います。手前と奥に男女のトイレブースがそれぞれあって、

その間がつながってるんじゃなくて壁で床から上まで仕切られてると。そこに片開きのド

アがあって、そのドアを開けて中に入ると女性用のトイレのスペースがあって、右手に手

洗い、左手にトイレブースがあって、またドアを開けて、洋式の便座があるということで、

一定のプライバシーは保たれていると思いますという答弁をしたと思うんですけれども、

ちょっとコンビニとかでも男女の入り口は一緒になってて中で仕切られてるっていう、そ

ういうイメージと一緒かなという思いもあって、ああいう答弁をしたんですけれども、こ

れは実際に地元の方とか利用者の意見を聞いて、どういうふうに声が上がってくるかを拾

って検討していきたいというふうに思っております。 

逆にシャワーリングは付加価値として、利便性が少しよくなったというふうには思って

ますけれども、それともう 1 つは、その本体のほうにトイレを各フロアに設置するように

なっていましたので、そこもあって、ちょっと使い勝手については、実際の運用の中でい

ろんな声を聞いて検討したいという発言をいたしました。 

○江頭委員 

この所管事務調査は、要するにその部分――私は古賀部長が手戻りだけはさないという

形で許可をしたというけど、結局はこういう、いくらあなたが今このトイレブースに関し

ての説明をされても、改修しないとこれ、もう 1 回つくり直さなければ使えません。私だ

って女性が入ってたらとてもじゃないけど……本当に、ブースが仕切られてるって当たり

前のことで、コンビニのトイレを参考に出されるとは思いもしなかったですけれどもね。

あくまでもここは体育施設です。公共施設です。コンビニは、私企業だから、個人の店だ

からそのことについてはいろいろ言えません。公共施設で使い勝手がいい――基本構想の

中に、ああいうことをやるということですよね。だから、要は、結局はこの体育館の改修
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をやって、またこういう一部を改修しなくちゃいけないっていうことが現実として起こり

得るのではないかと。当然、いろんな意見が出てくると思います、あのトイレに関しては。 

そういうことは、私はやはり素直に常識に基づいて、ある程度、この基本構想には乗り

づらい状況であるということを思われただろうし、そういう答弁をされたほうが変にこう、

このトイレがどうであるという問題じゃないですから。こういうことが起きているという

のが現実じゃないですか。そう思いませんか。この体育館改修において、基本構想の一部

に、この一部だけでもそうですよ。また、新たな財政的負担がかかるっていう恐れがある

ということは認識されていないんですか。 

○古賀地域振興部長 

基本構想でどこまで考えていたかという話になると思うんですけれども、確かに体育館

の中のスペース、利活用ですね、そういったところには、当然基本構想の中で考え方って

いうのをうたっていましたけれども、ちょっと外トイレのところまでは考えが及んでいな

かったっていうのが正直なところでございます。 

そこの部分は、確かに男女入り口から分かれてたほうが、当然、プライバシーはより確

保されるというふうには思いますけれども、今の改修された現状を見てどうかって言われ

ると様子を見たいと、いろんな声を聞いて検討したいというのが、今のところの正直な気

持ちでございます。 

○江頭委員 

もう 1 つ、さっき千綿議員からの質問もありましたけれども、この多目的体育館の基本

構想に載ってる部分で、これはすべて 12 月 21 日のこの日がすべてここの体育館――私は

きょうのこの委員会の中でも、この 12 月 21 日にすべて決定していると思われます。実際

12 月 21 日でステージ解体、これもここで決定をしています。こういうときに、ここに出

席してるのは、誰かと、もうここに名前が挙がっているのが、先ほどから言われている武

富課長、星下さん、桂さん、野田さん、大野さん、南雲さん。あと、昼間渡辺さんがオブ

ザーバーで入っていますよね。 

そして、総務部長室で朝 8 時 30 分、11 時、そしてこの 15 時、これですべて決定してい

ます。そのときに古賀部長は、ここにない。そして財産活用課の鶴課長もここにない。一

番、これ 12 月 21 日に、もうすべてこの体育館の詳細が決定している中において、そうい

う発言になっちゃうんですよ。古賀部長、トイレの問題一つとってもですよ。これ、本当

に電源の問題だとか、ステージが本当に解体し――例えば、ダンスのときだったら、側面

のガラスをどう入れるとか、そういうことを、ずっとここの部分だけでもいろんな部分が

出てくると思うんですよね、この構想に基づいていけば。単なる手戻りだけはさせるなの

一文だけであなたがやったというから、こういうその当時の企画調整部で考えた基本構想

が全部ここで、本当に 12 月 21 日のこの人たちの決定でおかしくなっていると思いません

か。その辺はどういうふうに考えられるのか、全体的なこの基本構想に関してですね。 
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○古賀地域振興部長 

私がここには参加しておりませんけれども、私の意向っていうのは企画政策課のほうに

は伝えておりました。支障がないようにというのは、さっき申し上げたとおり、うちが考

えているような利活用ができる改修にしてほしいということを考えていました。ただ、シ

ャワーをつけるとかいうのは後から出てきたと思うんですね。 

（発言する者あり） 

ここで決まったかどうかっていうのは、私もちょっと入っていないもんですからわかり

ませんけれども、今の体育館の状況を見ると、手戻りをするようなことはないというのは

認識してます。体育館の中ですね、内部のほうについてはですね。 

あとのさっき言われたガラスとか電気設備っていうのは、これからもまたあそこには警

報装置とかも付いていますので、火災報知器とかも付いていますので、それをやり直さな

きゃいけないので、そのときに当然できますので、大きな――大きなって言ったらあれで

すけど、手戻りが今のところあるというのは、私の中では認識はしていないです。今のと

ころですね、中については。 

○江頭委員 

武富課長、この 12 月 21 日、ステージの解体だとかいろんなこの体育館の改修の部分が

詳細に進んでいるこの 12 月 21 日にあなたは出席をされています。でも、あなたもこの基

本構想の担当課長ですよね。そのときどう思われましたか。いろんな、ステージを外すこ

とにおいて基本構想に与える影響というものをどういうふうに考えたのか。 

○武富企画政策課長 

12 月 21 日の打ち合わせですけれども、これが所管事務調査 11 の資料に桂の備忘録が付

いているかと思います。このとき大会については、改修スケジュールと費用という書き方

がしてあります。私の記憶ですけれども、これは財産活用課に確認してもらったがいいん

ですけれども、ステージを壊す、壊さないっていう部分は 1 月に入ってからこちらは認識

したような覚えがございます。 

○江頭委員 

どこの会議だったか知らないですけど、12 月 21 日にステージ解体などをここで話し合

ったってあなたたちが答弁したから言っているんですよ。答弁してます。これはもう膨大

な議事録になるけど、書いてますもん、僕。そしてこれ 3 時ですよ。時間も僕、ちゃんと

書いてます。あなたたちの答弁の話を。間違いありません。だから言っているんです。こ

の日にいろんな話し合いができているって。ただ議事録、報告書がないって。出せと言っ

てもないって。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

12 月 21 日の会議の中で、サガン・ドリームスのほうからコートの大きさ、競技コート

が 28 メートル掛ける 15 メートルというお話は 21 日にいただきました。そのときに、体育
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館の大きさがまだはっきりと――当日朝、大野と見には行ったんですけれども、ちょっと

足りないなという雰囲気はありましたけれども、まだそこの時点でステージを解体すると

までは決まってはおりませんでした。 

基本的にどういうふうな流れで決めたかと申しますと、21 日に指示を受けて、会議にも

入って、その競技用のコート 28 メートル掛ける 15 メートルが中でとれたらなというのは

あったんですけれども、翌日、業者の菰田建設を現場に呼んで、もう 1 回測りました。結

局ステージがあると 28 メートルがとれないという、横の 15 メートルはぎりぎりとれて、

結局、体育館を測ったところ、長さが 32 メートル掛ける 18 メートル。28 メートルを入れ

ると両サイド 2メートルずつと上のところは 1.5 メートルずつぎりぎりとれると。 

もう一つ、バスケットゴールを、西側のほうは壁付けでできるなっていうのは考えてお

りましたけど、東のほうはステージがありましたので、可動式のゴールを持ってくるとい

う方法もありましたけれども、あれが大きさと重さ、特に重さなんですけれども、それを

置くと、あそこの体育館の下の重みが耐えられないっていうのがわかっておりましたので、

それはちょっと置けないと。もしを置けたとしても、横に相当大きなものになりますので、

前にまたずっと出て、また短くなるという難点も 1つありました。 

もう一つ、ゴールを、よく中学校とかであるんですけど、天井からチェーンでおろすよ

うな感じで、もしあれをするとなると耐震補強を計画してましたけれども、それを載せる

と部材を入れてもう 1 回計算をし直さないと――これをそこまでなるとちょっと時間がか

かるということと、あと、競技用のコートの 28 メートル掛ける 15 メートルもできたら欲

しいというのもありまして、あともう一つ、南東の角、あの物置になってたところが、床

がブカブカになってるというところもありまして、勘案して、もうどっちみち壁付けでゴ

ールをつくったほうがいいんではなかろうかというのは、結局のところ菰田建設から 1 月

5日に見積もりが出てきて、その見積もりをもらうときには、一応、12 月 22 日の菰田建設

に依頼をするときに、撤去をする方向の部分で入れてくださいということで、見積もりは

依頼しました。 

それを入れていて、検討するときにもし要らないとなると、削ればいいだけのことだな

というのを私と大野の 2 人でか考えて、一応そこまで見積もりに入れてほしいということ

で入れて、1 月 5 日に出てきて、いろいろそういう今お話ししました消去法でずっといき

まして、東の面にゴールをつけたほうが一番安定するなということの結論付けで、ステー

ジを撤去するという話になりましたので、一応それが話がまとまったのが、1 月 10 日前後

の話だったと思います。 

これがちょっと私が覚えている限りの御説明になります。 

○江頭委員 

いや、すごい記憶力で、すばらしい答弁だと思う、はきはきして。ガラスが割れてるか

割れてないかはものすごく悩んで、本当にびっくりするぐらいのあれだなと思って感心し
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てましたけど。であれば、私が何でそういう、ここにステージ解体などと走り書きしてる

のは、ここで結局は 22日の予算流用に入ったんだろうなって、ある程度の部分が、今コー

トの部分を話されて、結局はステージも外さなくちゃいけないということになったことで

もって、この翌日予算流用ができたんだろうなって。 

本当だったら、今の話だったら 1月 10 日の後に予算流用すべきなんです、本当は。そう

しないと、金額的なものが、わからないじゃないですか。やっぱりステージの解体がある

かないかでも違うし、基本構想に載るっていうことは――財産活用課のほうは、もうとに

かく体育館の改修だというからそれはいいです。でも、やっぱりここで問題なのは、この

基本構想にどれだけの影響を与えるかと、今の野田副課長の話は要するに武富課長も同席

されているから、ちゃんと理解されているわけですよね。そのときに、この基本構想に及

ぶ部分、こういう話がバスケットの話が、もうここでバルーナーズ専用的な体育館の改修

に向かうというようなときに、基本構想のことをやっぱり念頭においていろんな話をあな

たはされなかったんですか、課長、担当として。 

○武富企画政策課長 

この場においての話としては、先ほど部長が申し上げましたように、時期の問題と、そ

れから工事内容、改修内容の話について、一つは県もおりましたので、サガン・ドリーム

スと県に対してその時期の話はさせていただいております。あくまでも、平成 31 年度の途

中、工事が始まったら使えない、平成 32 年度からはということは、この 21 日の会議に申

し上げまして、後にその内容がまたメールで来ているかと思います。 

あと、その改修内容についても、これはあくまでもスポーツ施設として今後も使うので、

それにというような話はしたかと思いますけれども、具体的に何をどうしてくださいとい

うことは申し上げていないと思っております。 

○山下伸二委員長 

どこまで認識されてたのかってことですよね。 

○江頭委員 

もう 1 点聞きます。この 12 月 21 日は、かなりサガン・ドリームスの、佐藤氏、小栁氏

という名前が挙がっていますけれども、今野田副課長の説明からいうと、もう本当に使用

する側の依頼、要望がすべて、それがあって、そういういろんな大野さんたち 2 人の考え

方になってくると思うんですよね。だから、かなりのやっぱり、この日にサガン・ドリー

ムからの要望があったということで認識していいんですね。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

バスケットの練習で使いたいということはもう言われていますので、その仕様になるっ

ていうのは、基本的にそのとおりだと思います。 

○山下伸二委員長 

スタートから途中まで、そういうふうにこの前も答弁をいただいてますので。 
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○江頭委員 

そのときに野田副課長、基本構想のことは全く頭になかったということでよろしいです

か。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

企画調整部のほうで基本構想を練っていたというのは聞いてましたので、うちのほうが

考えてるものを伝えて、それで後で影響がないかどうかの確認は随時させてもらったと思

っております。 

○江頭委員 

それは誰に。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

こういう会議の場とか、あと担当の桂主査のほうに伝えたのが多かったと思います。 

○千綿委員 

そしたら、そのバルーナーズからシャワールームとかの設計変更のときの要望があるじ

ゃないですか。そのとき本来、基本構想を持っている企画政策課の意見がある程度入らな

きゃおかしいんですね。要するに部長が言ってるのは、手戻りがないようにしてください

よと。そしたらやっぱり企画政策課、基本構想を練っているところがあるので、企画政策

課から、ここはこうしてくださいっていう指示はあったんですか。 

シャワーのほうについてはこういう意見はもらってということで、その当日は桂主査の

ほうも私も視察のほうには立会をしていましたので、企画政策課のほうもわかっていらっ

しゃって、最後にうちが方向性を決めた後にまた、企画政策課のほうには相談をさせてい

ただいております。 

あと、企画政策課からの要望としては、一番最初はバスケットコートのラインを入れる

だけはしてたんですけれども、設計変更でバトミントンとバレーボールの線を入れるよう

に、そこの部分は、先ほど古賀部長がおっしゃられた、手戻りにならないように、またワ

ックスを掛け直すという必要性がどうしてもラインを入れるとありますので、そこは事前

に相談して、向こうの要望をなるべく取り入れた方向でさせていただいているかと思いま

す。 

○千綿委員 

それは、誰の指示ですか。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

指示というよりかは、企画政策課のほうから手戻りがというのは初めから聞いておりま

したので、そこはこういうときは要望を聞こうということで、私どもは初めから思ってお

りましたので、指示とかは最初からなかったです。 

○山下伸二委員長 

財産活用課の判断でしたということですか。ということでよろしいんですね。 
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（「そうですね」と呼ぶ者あり。） 

○千綿委員 

だから、シャワー室とトイレの問題。さっき江頭委員が言われたじゃないですか。シャ

ワー室は後で要望が来たわけでしょ。そしたら当然、企画政策課の了解、要するに基本構

想をそのとき進めているわけですから、当然中には入っているわけですね、担当課として

は。ちょっと待ってよ、それは基本構想に外れるよとかという意見とかはなかったんです

かということをちょっと聞きたいんですけど。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

途中からシャワーという話が出ましたので、一応向こうにも伝えて、うちの中でも課内

で検討して、ほかの体育館とかも調べて、こういうことがあるからということで方向性は

決まったんですけど、一応、企画政策課のほうに言ったときには、初めはやはり、ええっ

という感じで考えられたんですけど、一応御説明申し上げて基本構想には外れないという

ところで御判断いただいたと思っております。 

○千綿委員 

武富課長にお尋ねしますが、そのときに、基本構想をずっと担当の課長、責任者として

やってあって、シャワールームをこうします、トイレをこうしますってなったときに言わ

なかったんですか。あなた、ここでリーダーシップを発揮しとかなきゃいけないんですよ、

本当は。基本構想の担当者としては。こういうところでリーダーシップを発揮してほしい

なという希望もあるんですが、あわせて答弁お願いします。 

○武富企画政策課長 

先ほどのシャワーについて、野田副課長が言われましたように、現地に行った際、桂も

同席しておりますけれども、そこで向こうから要望が出たという話は聞きました。そのと

きに、そこまでっていう話は確かにそこでも行っております。その後は、実際どうだろう

かっていうふうに話した折に、先ほど部長も言いましたように、付加価値としてシャワー

がすぐ使えるという部分はあったので、実際、もう総務部が改修内容を決定する部分もご

ざいますので、その分については、そうなるかというふうに思っていました。 

トイレについては、申しわけございません、改修内容を熟知してたわけではございませ

んので、そこについては……今回の改修についてなんですけれども、実際に 1月 21 日の会

議でスケジュールの話が出ました。その後 1 月に入ってから方針決裁は見ておりますけれ

ども、流用についても工事内容についても、決裁のほうも見ておりませんでしたので、実

践の詳細までは存じ上げなかったっていうのが正直なところでございます。 

○千綿委員 

連携しなければいけないときにしなくて、連携しなくていいときに連携されているんで

すよね。何か聞いてるとですよ。そこで基本構想を練ってる担当課の意向をちゃんと反映

させないと手戻りになるわけですよ、部長が言っているように。部長からは手戻りになら
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ないように必要最小限にしなさいと指示が出ているにもかかわらず、あなたの上司じゃな

い畑瀬総務部長の言うことを聞いたということにしかならないわけですよ、結果的には。 

だから、何で連携しなきゃいけないときに連携しないんですか。知りませんでしたじゃ

済まないでしょう。あなた、基本構想を練っている担当の課長ですよ。そこがシャワー室

なり何なりと言ったときに、いやちょっと待ってくださいと、ここは基本構想の中ではこ

うなってるからということで、お墨つきを与えなきゃおかしいでしょう。 

○武富企画政策課長 

申しわけございません。私は畑瀬副市長からの指示といいますか、これについては、前

から申し上げておりますとおり、富士の体育館の使用について、部長が申し上げました条

件つきでオーケーだっていうところで、基本的にそれ以降の内容について、担当課のほう

と相談したり、お願いしたいということは行っておりません。 

ただ、おっしゃいますとおり、桂のほうが打ち合わせ等をさせていただいて、手戻りが

ないような調整をしていてくれて、折に触れその報告はもらっていたというところでござ

います。 

○千綿委員 

桂さん、基本構想を練っている中で、シャワーの要望が出たということで、シャワーを

付けますよと、トイレをこうしますよというときに、基本構想を担当している者として、

意見とか出なかったんですか。要するに、部長からは手戻りがないようにと、後で手直し

がないようにやっていてよという指示が出ているわけじゃないですか。そうでありながら、

やっぱりその所管の、基本構想を練ってるところのお墨つきをもらえないと多分財産活用

課もできないと思うんですね。その責任の所在が全くはっきりしないわけですよ。途中は

連携をとっているけど、途中は私は知りませんもんねって、いやうちの主査がやってます

もんねっていう、なんか体制が、部下に責任を押しつけるような答弁が多いんですけれど

も、桂さん、そこでちゃんとその基本構想に照らし合わせて、はっきりは出てなかったか

もしれませんが、オーケー出したんですか。課長にオーケーをとったんですか。 

○地域政策課職員 

基本構想上の体育館の位置づけというのは、多目的体育館という位置づけをさせていた

だいております。その中で、通常一般的に考えられる今の体育館というもの捉えたときに、

シャワー室っていうのは、どれくらい必要性があるのかというところを財産活用課のほう

にお伺いしたところ、今は付いてるところが多いよという話はいただいてましたので、シ

ャワー室があることそのものに関しては、それはいいのかなというふうに感じてはおりま

す。 

ただ、トイレの部分がああいった形になるっていうところまでは、私も、そこまで詳し

い知見があるわけではなかったので、あれがまずいという認識をそこまで強くそのとき感

じたかと言われると、ちょっとそこの部分は認識が不足していたなということは感じてお
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ります。 

○千綿委員 

それは課長もしくは部長なり――まあトイレの件で部長までということはないと思うん

ですけど、課内で話はあったんですか。例えば、こういったトイレになるけれどもってい

うことで、その一人の気持ちは別なんですよ、課内で協議をして決定したんだったらまだ

いいです。でも桂さんだけの思いじゃなくて、人に聞いてみて、いやこの分じゃまずいっ

ていう意見も出るかもしれないじゃないですか。一人で決断されたんですか。 

○地域政策課職員 

その詳細の部分に関しての図面を事前に課長なり副課長なりに御相談をさせていただい

たかというと、ちょっと私も記憶がないところではあります。シャワー室ができますよ、

片方もともとの男性用のトイレのところがシャワー室になりますよと、あのブースがなく

なって、男性用女性用共用なのか、一緒になっているトイレなのかはわかりませんけれど

も、女性用のところに 2 つトイレができますという話はさせていただいております。図面

を見せて、こうなりますというところの話までしたかは、ちょっと記憶にございません。 

○千綿委員 

図面は見せなくてもいいので、課内で協議をしたかという、皆さんの意見を聞いて決定

をしたかどうかなんですよ。だって所管課でしょ。基本構想を持っている所管課なんです

よ。そこがちゃんとオーケーしなかったら、財産活用課はつくれないでしょう。 

だから、当初から言ってるじゃないですか、全体計画があって、それを切り離してやっ

たわけでしょ。でも、全体計画に影響が出ないようにっていうのは、部長の当初の指示じ

ゃないですか、大きな。そうでしょう。そうであるならば、基本構想をつくっている課内

でちゃんと協議をして、トイレはこれでいきましょうということが出ないと、財産活用課

は着手できないでしょう。出してないということですか、その指示は。 

○財産活用課副課長兼企画係長 

桂のほうから設計図面ということでは見た記憶がちょっと私もないんですけれども、口

頭で、財産活用課からの話については伺っておりました。それで、トイレの先ほどから出

ています、ちょっと利便性がというふうなところについては、ちょっとその当時は深くは

認識していなかったんですが、その当時は、やはり基本構想という、あんまり具体的なも

のつくっている構想ではないんですが、そこからの逸脱っていうふうな認識は当時ござい

ませんでした。 

○千綿委員 

だからこうなるんですよ。結局、全然チェックが効いていないですもんね。そしたら、

例えばどこの部署でもいろんな協議をやって、課内の協議をやって、そして意見を聞いて、

そしてほかからも必要であれば聞いてやるのが本来の姿じゃないですか。担当者一人の感

覚で決めてるから結果的にこういう意見が出てくるわけですよ。もう結果は、部長が言っ
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ている手戻りしないようにというのが守られていないんですよ、職員の方が。そうでしょ

う。シャワールームありき、その改修ありきで行っているからそうなるんですよ。 

所管ごとの役割分担が 3 つあるって武富課長、言ったじゃないですか。あなた方の所管

と秘書課の所管と財産活用課の所管があって今まで連携してやってきましたと。連携して

ないじゃないですか。だって、あなたたちの意見っていうのは課内で議論していないから。 

だってそうでしょう。今でき上がったのを見て、このあいだの議案質疑でもそう言われた

じゃないですか。それを、あなたたちがもうちょっと吟味して、やっぱりこれはまずいよ

ねって、トイレの形がちょっとまずいねということになれば、違った形になっているかも

しれないわけでしょ。そこがオーケーを出さないで、財産活用課が勝手にできるはずがな

いし、そこは、それこそ会議をもって決定していく事じゃないんですか。 

だから、責任逃れといったらおかしいんですけど、3 つやっている責任課がどこかわか

らないし、あるところは口出しするは、口出しないといけないところはしないし、そうい

うことになっているんじゃないですか。 

○武富企画政策課長 

多目的体育館のトイレにつきましては、御指摘いただきましたように、きっちり議論を

してこういう内容でいいっていうところまで、私どものほうで話し合いをしたというのは

ございません。小学校用のトイレでしたので、それを大人が使えるような改修が必要だな

っていう認識でございましたので、その具体的な図面を見て使い勝手というところまでは

しておりません。 

あと、多目的体育館の中につきましては、先ほど来ありますように手戻りがない、いわ

ゆるスポーツ施設としてできる、それから、ほかのスポーツもできるようなライン引きっ

ていう部分についての調整を行ったと思っております。 

シャワーについては、確かに話として出たときには驚いたんですけれども、付加価値と

しての活用性という部分については、具体的にここにシャワー室をつくります、つくりま

せんというところは書いておりませんでしたので、そのときとしては、後もって使えるよ

うな内容であればというような認識だったというのが正直なところです。 

○千綿委員 

池田部長に確認したのは、一連、大体聞かれていると思うんですけれども、ずっと企画

政策課と秘書課と財産活用課の 3 課でずっと話してやっていかれているんですけど、どこ

で何が決まって――例えば設計もしかりです。会議の議事録もない。この後にも出てきま

す公文書のあり方にも繋がっていくんですが、そういう何と言うんですかね、決定過程と

いうのがまるで分からないんですよね。今聞いていてそうじゃないですか。財産活用課は、

企画政策課にとりあえず尋ねました。とりあえずオーケーみたいですっていうようなニュ

アンスですよね。ここで、この会議でこう決まって、誰がどうしたっていうのがないから、

責任の所在をはっきりしろとは、そこまでは言いませんけど、そういった議事録が本来必
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要なんじゃないですか。だって、部長たちもどこで決まったかわからないんじゃないです

か。説明は受けても、文書として残しておかなければ。 

さっきから聞いていると、バルーナーズの言うことを丸のみですよっていう話だけじゃ

ないですか。そうじゃないんですか。議論の過程もわからないですよ。どう思われますか、

部長。 

○池田総務部長 

先ほど言ったことと同じような形になりますけれども、組織的な動きが全然できていな

かった。それぞれの担当者の思いだけがばらばらで、結果的に組織としての対応になって

いなかったっていうところが大きな反省点だと思っております。 

○野中宣明委員 

そもそも論で教えてほしいんですけど、何で要望書がないんですか、チーム側からの設

計変更の。書面がないですよね。何でないんですか。何で取ろうとしなかったんですか。 

○池田総務部長 

基本的にシャワー室のほうも、バルーナーズのほうからの提案ではありましたけれども、

その後、市内の類似の体育館を調べてみたところ、6館中4館がシャワーを設置している。

今後の体育館の社会人としての利活用考えた場合、ここで設置していたほうがいいんじゃ

ないかという判断で、最終的にはこちらの判断でつけたというところで、佐賀市の判断と

いうことのため取っておりません。 

○野中宣明委員 

佐賀市の判断って、何を言ってるんですか。これ計画で校舎の中に風呂が入ってるじゃ

ないですか。お風呂があるんですよ、構想の中に。もっともなことをね、ずっと言われる

んですけど、聞いてても全然伝わってこないんですよね。よその体育館はついてるとか、

必要とか、付加価値があってとか言われるんですけど、ちゃんと校舎にあるじゃないです

か。そもそも簡易宿泊所ということで、本来の基本構想の計画の中できちっとお風呂はあ

るじゃないですか。つくる必要ないじゃないですか。もう後付けですよ、すべて言われて

いるのは。聞いててあきれます。答弁をお願いします。 

○池田総務部長 

確かに、校舎の中は、ほかにも入浴施設施設、シャワー室があると思います。ただ、体

育館だけを利用される方も少なからずいらっしゃるかというところも判断いたしますと、

体育館のほうにもシャワー室が必要なんじゃないかなという判断でございます。 

○野中宣明委員 

体育館だけ利用するっていうのは、それはチームだけじゃないんですか。だからチーム

のためでしょう、これ。違いますか。 

○池田総務部長 

発端は、繰り返し説明しておりますとおり、バルーナーズの練習場の確保というところ
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が発端ではございます。ただ、利活用計画の中で社会人が使う体育館ということでしなけ

ればいけないことだったということで、それを前倒しにするのがバルーナーズの練習の確

保というところの理由でございます。 

○野中宣明委員 

このシャワールームを設置してくださいという要望がチーム側から来た。また、チーム

のためにシャワールームと今おっしゃいましたけど、じゃあ、これ間違いなくチームため

ですね、シャワールーム設置は。変更されたのは。ということですよね。 

○池田総務部長 

発端はバルーナーズの提案でございますけれども、のちのち全体の利用の中でも使って

いけるという判断をしたところでございます。 

○野中宣明委員 

先ほどから手戻りがないようにということで、部長のお考えを言われたんですけれども、

企画政策課内でも、その部長の考え方は共有していたということだったと思うんですけど。 

全然話し合いが、よくわかんないような聞こえ方だったんですけれども、これ結局、指示

を出された古賀部長には報告されたんですか、課長以下部下の方は。というか、これ、古

賀部長は知ってあったんですか。設計変更の要望があっているとか、設計変更をやるとか、

シャワールームが付くという話は。 

○古賀地域振興部長 

2 月 23 日に視察をされてますよね、サガスポーツクラブが。そのときにこの話が出たと

いうのは聞いておりました。その後、どうするっていうのは、私は確認をしてません。聞

いておりません。 

○野中宣明委員 

聞いてないということは部長以下で勝手に決まって、総務部の財産活用課とお話し合い

をされて、もう事が進んでいったということですか。今の、もう少しつけ加えてお答えい

ただきたいですけど。 

○山下伸二委員長 

古賀部長は 2月 23 日にシャワールームの要望があったことは知らなかったっていうこと

は、工事は知らなかったということですよね。それで、指示をされたんですかという素朴

な質問だと思うんですけども。 

○古賀地域振興部長 

2 月 23 日は当時の企画政策課からも、職員が行っておりまして、そういう要望があった

っていうのは私も聞いておりました。その後、どういう形で、整備する、しないも含めて、

具体的にどうされるのかっていうのは、私は説明を受けてないということです。 

○野中宣明委員 

課長以下の皆さんに聞きたいんですけど、その後何も部長にも報告してないっていうこ
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とですね。今のことだと。その後の報告ですよ。1人ずつお答えください。 

○武富企画政策課長 

シャワー室に関しては、先ほど来話がありますように要望があったという部分、それか

ら実際に基本構想段階でまだぼやっとしたものでございましたので、付加価値がつくとい

うことで、総務部のほうで付ける方向での話を聞きもしましたので、それを、そうなんだ

っていうふうに認識したところで、すいません部長のほうにはお話してなかったのかなと

思っております。 

○企画政策課副課長兼企画係長 

私は財産活用課のほうからシャワー、トイレの話を、要望があったということと、桂が

言っていましたので、ほぼタイムリーに話は聞いていたと思います。ただ、その後、具体

的にどういった形でなったかというのは、そういう方針が決まったというのは、要望があ

ってから少し間をおいて多分把握したと思います。 

私は課長のほうには報告はしたと思うんですけれども、その日のうちにしたかどうかと

いうのは、ちょっとすいません、正確な記憶がちょっとございません。 

○山下伸二委員長 

 課長にはしたと思うが、部長にはしていないですね。 

○企画政策課副課長兼企画係長 

私から部長に直接は報告していないと思います。 

○地域政策課職員 

2 月 23 日の件に関しましては、そういう要望をチームのほうがおっしゃっていらっしゃ

ったというお話はさせていただいたかと思います。その後、こういう方針になりましたと、

総務部でそう決められましたという報告は、私のほうから直接部長のほうにはいたしてお

りません。 

○野中宣明委員 

となると、課長が報告義務を怠っているじゃないですか。違いますか。 

○武富企画政策課長 

部長のほうに報告はしてなかったと思うんですけれども、その部分については、今回の

多目的体育館について、あくまでもその手戻りはしないっていう部分の範疇だというふう

に判断をしておりました。 

つまりは、先ほどありましたように付加価値がつく部分だということで、判断を求めら

れたっていうふうにちょっと認識してなかったという部分が大きいかと思います。 

○野中宣明委員 

いや、あのね、結局手戻りがないようにということで、そういう改修はしないでほしい

ということで、部長から課内に話があって、それで、そういう要望がチーム側から上がっ

てきて、財産活用課からそういう話を聞いたとき、えって思ったって言ったじゃないです
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か。えって思ったってことは、手戻りっていう感覚になったと思うんですよね。そこで、

課内でどれだけ協議したかというと協議していないですよね、ほとんど。さっきの話から

すると。それで判断したと。そして報告もしてないって…… 

○武富企画政策課長 

シャワーについては、こちらのほうで付けてくださいっていう返事も当然しておりませ

ん。財産活用課のほうは、こういうふうにしたいというような話があってるっていうのは

聞いてはいたんですけれども、その分についてうちのほうから付けてください、付けなく

ていいですということについては、申しわけございません、私のほうがきっちり話をして

いなかったという部分でございます。 

実際に、先ほど来ありましたように、今後の体育館の使い道としてシャワーの必要性と

いうのはあるんだろうということで、どちらかというと、後で聞いてという形になってお

ります。 

○野中宣明委員 

これね、仮に今後手戻りの部分の改修という結論になったとして、何百万円か使ってい

ますよね。そういう男女共用とか、やっぱり男女の区分をきちっとしなければならないと

かいうお話に、今から多分なっていくと思うんですけれども、そうなった場合、判断を間

違っていたといったら、もうお金を使ってるんですよ。じゃあ、これはどうするんですか、

この責任は。判断を間違っていたということになるんじゃないですか、そうなったら。 

○武富企画政策課長 

この後の体育館の活用について、先ほど古賀部長からもありましたように、実際に運用

しながらその変更点という部分はあるかと思います。基本構想のお話の中でも、近隣の温

泉を使ってほしいという意見は構想の中でも出ておりました。その際に、やはり汗かいた

ままじゃいけないからシャワーという部分は必要だっていうようなこともございましたの

で、シャワーについては、先ほどから言っています付加価値等で、今後付けられるのであ

れば、それは活用できるんじゃないかっていうふうに判断したところでございます。 

○富永委員 

関連ですけれども、シャワー室についての確認だったんですけれども、私は、現地視察

で 1 回しか見たことないのであれなんですけど、私の記憶でいくと、中に入って、確か縦

にシャワーブースが 2 つあったと思うんですけど、これは男女兼用なんですか。分かれて

いるんですか。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

男女兼用で入り口のところに内鍵ができるものを用意していますので、入り口のスライ

ドドアのところが施錠できるようになっておりますので、そこでプライベートは分けてい

ただければと思っております。 

○富永委員 
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あとトイレの話は、今江頭委員とか本会議のほうでも白倉議員がおっしゃってたんです

けれども、シャワーも、今後、広く一般的に使用するのであれば、ちょっと男女分かれた

ほうがいいんじゃないかという、そういう話とかは出なかったですかね。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

床を広げるっていう頭は全くありませんでしたので、既存である施設をどうにかして最

小限で何とか使えるようにと考えて、ああいうふうな感じにさせていただきました。 

○山下伸二委員長 

今の話を聞いてると、もう男性しか使わないという認識でつくられたんじゃないですか、

シャワールーム。バルーナーズから要望があっているので。 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

今後女性の方も体育館を使われることがあると思いましたので、トイレのほうの奥の部

屋は上のほうの天井と下のほう、もともとあいていたんですけれども、どうしても密閉じ

ゃないですけど、覗かれたりとか、そういうのが考えられましたので、壁を立ち上げて、

内鍵をできるように、どちらもさせていただいて、男女が一緒にシャワーも使うことはな

いだろうと、女性なら女性が 2 人使えて、交代交代に使われるんではなかろうかというふ

うな感じで考えておりまして、男性と女性をそこで分けるという意識は、申しわけござい

ません、ありませんでした。 

○宮﨑副委員長 

今の答弁聞いてたら、バルーナーズのためにシャワーをつくったんでしょう。そこまで

無理して言わなくていいじゃないですか。バルーナーズのためにつくりましたという答弁

も前の議事録とかに入っていましたよ。バルーナーズのためにつくったんでしょう。男女

で…… 

○財産活用課副課長兼財産活用係長 

申しわけございません、きっかけはバルーナーズです。しかし、今後もどんな方でも使

えるような形でという考えがありましたので、そういうふうな改修までさせていただいて

います。 

○宮﨑副委員長 

先ほどからあのシャワー室を付加価値がある付加価値があるというふうにおっしゃって

いますけど、どう考えても付加価値にならないですよ、古賀部長がシャワー室ができるの

を途中からしか知らなかったということを私やっと納得できましたよ。何でかって、ここ

は温泉の活用をしないといけいないといって、ずっと地元と協議をしてきましたよね。シ

ャワーを付ける――シャワーだけしか付けないとか最初は言っていたでしょ。いや、やっ

ぱり浴室は付けないといけないとか、私、前の総務委員会もいたので。ずっと、これ 4 年

間も 5年間も地元と協議をしてきたじゃないですか。 

バルーナーズからシャワー室をつくってくれと言われて、付加価値があるので、6 つの
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うち 4 つの体育館はシャワー室があるのでといって、あんなシャワーをつくって、部長、

正直言って、これが判明したときにどう思われましたか。知らない間にシャワー室をつく

るつくらないということを後ろで話をされて、気づいたら流用にかかって、設計変更があ

って、シャワー室があそこにできていた。初めて見たのは、私たちと一緒に行ったときに

見られたということでしたよね。どうだったですか。 

○古賀地域振興部長 

そういう要望があって、最終的には財産活用課で判断をするんだろうなというのは思っ

ていました。見たときに、あそこを改修されたっていうのが、ちょっと自分のイメージと

違っていて、ちょっと違う簡易的なものなのかなっていう認識でいましたので、ここにこ

ういうふうに改修をされたんだなっていうのが、そのときの率直な感想です。 

○千綿委員 

最後にちょっと確認なんですが、部長の答弁の中で、もし体育館が早期の改修がなかっ

たら、計画では過疎債を使う予定だったというのは、確認ですけど、それでいいんですよ

ね。 

○古賀地域振興部長 

そもそもあそこは、跡地活用の議論を地元にもしていただいていて、当然あそこは過疎

地域ですので、過疎計画にその整備の計画を上げていましたので、当然補助とかがもらえ

ない一般財源部分については、過疎債が充てられるというふうに認識をしておりました。 

○千綿委員 

武富課長は、それは御存じだったんですか。それを御存じで、なおかつその話が来たと

きに、本来であれば過疎債が使えるんだけど、事前にやると佐賀市の一般財源で全部出さ

なきゃいけないっていうのは、もう御存じだったんですよね。 

そこのところで、基本構想を練っている所管課が、本来であれば過疎債が使えるんだけ

ども、それを前倒しすると使えなくなりますよとかいう助言はされたんですか。 

○武富企画政策課長 

過疎債を使うという部分については、計画の策定の中で知っておりました。この後、実

際に改修のときに一般財源なるっていう部分については、申し上げません、それを私から

助言したことはなかったと思います。 

○千綿委員 

そこで 3 つの課の役割分担が出てくるんじゃないんですか。秘書課と財産活用課と企画

政策課の役割分担というのはそういうところじゃないんですか。要は、計画があって過疎

債を使えるという方向で行っていたにもかかわらず、事前に改修したら過疎債が使えなく

なっちゃうじゃないですか。そこをアドバイスするのが、あなたたちの課の役目じゃない

んですか。 

○武富企画政策課長 
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財源についても私のほうで配慮すべきだったと思います。 

○山下伸二委員長 

当然、過疎債で使える分を一般財源でやるということを両方で話をされるなら、それこ

そ事前に議会に説明しておかないといけない――ですよね。お互いで議論されるなら。で

も、そこのところの議論が全くなされてない。 

○古賀地域振興部長 

おっしゃるとおりでして、この問題の大きなところというのは、さっきのシャワーの件

にしろ、この過疎債にしろ、過疎債は、最初頭の中では修繕程度と思っていましたので、

過疎債を取りに行くっていうところが欠落していたというか、そういうのと、あとは財産

活用課でやるっていうのがあって、根本的なところは連携不足です。企画調整部と総務部

の連携不足です。そこは私と当時の畑瀬総務部長との意思の疎通が足りなかったっていう

のが大きな原因ではないかというふうに私も反省しております。 

○山下伸二委員長 

手戻りがないようにということで部長は判断して、ずっと指示をしてきたということで

す。ただ、今後追加の工事はあり得るかもしれないという、そういった答弁でございまし

た。そういう場合にはしっかりと議会のほうに報告をしていただきたいと思います。 

それで、本当に手戻りがあったならば、あるということを、これも報告しておかなけれ

ばならないです。先ほど野中委員が言われたように、手戻りがあったら、またそれはそれ

として、議会としても、委員会としてもさまざまな判断をする場合が出てくるかもしれま

せん。 

それともう 1 つ、手戻りをしてはいけないので、本来必要な工事をしないということも、

これも問題だと思います。調整をしていく中で。そこら辺については、ぜひ御認識いただ

きたいというふうに思います。 

この点についてはよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、公文書のほうに入りますけれども、10 分休憩とりまして 35 分から再開いた

します。 

◎午後 4時 25 分～午後 4時 35 分 休憩 

○山下伸二委員長 

 それでは、総務委員会を再開いたします。 

 それでは続いて、公文書の管理のあり方について、皆さんからの御質疑をお受けいたし

ますけれども、これまでも公文書の作成のあり方、管理のあり方等について議論をしてま

いりました。それから、市議会の一般質問のほうで今後の公文書の作成のあり方等につい

ては検討していくと、こういった答弁もなされていますけれども、これまでの管理のあり

方、作成のあり方等について、まずこちらのほうから委員の皆様の御質疑をお願いしたい
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と思います。 

○江頭委員 

 これは先日、池田議員の一般質問でもありましたけど、この体育館の問題については、

全く公文書というか、報告書、議事録、相手側からの要望書、そして、それに対する回答

書、その一切のたぐいがないんですよね。でも、今まで公文書に対する質問の中でも、特

に畑瀬副市長が総務部長の時期には、適正に管理している、会議録などの作成については

職員研修等を通じて周知徹底を図っているということを常に言っていらっしゃいました。

多分、ほかのことではきちっとされていたと思うんですよね。何でこの体育館の問題につ

いては、この時系列のどの部分をとっても、報告書もなければ議事録もないということが

もう摩訶不思議ですよ。この一連の流れの中で、この1日、その1カ所、この問題について

なかったというんだったらわかるんですけど、ずっとないんですよね。メモだけです。 

 でも、メモというのは、皆さん方は、要するに公文書を作成するための覚書みたいな形

で、そのメモをもってちゃんとした文書をつくるということが基本でしょうから、この体

育館問題について何でここまで皆さんがそろいにそろってされていないかということを、

あなたたちは内部でいろんな調査、いろんなこの件について協議をしていく中で、どうい

うふうに今回のことを位置づけているのかですね。まず、それをお話しいただければと思

います。 

○山下伸二委員長 

 これはどなたにお伺いしましょうか。 

○江頭委員 

 総務部長。 

○山下伸二委員長 

 総務部長ですよね。 

○池田総務部長 

 まずもって大きい要因が副市長からの指示であって、後が決まっていて、短い期間の中

でいろんなことをしていったというところ、それから、財産活用課、秘書課、企画政策課、

3課が入り混じった動きであって、誰が会議録を書くべきかというところの判断ができて

いなかったという点が大きな原因なのかなと思っています。 

 先ほど委員がおっしゃっていただいたように、毎年、文書研修をしておりますし、職員

研修もしておるんですけれども、なかなかそこができていなかったと大きく反省しており

ますし、今後、そこは最も大きな改善点の一つだと感じております。 

○江頭委員 

 万が一、例えば、いろんな訴訟問題なんかがこの件で起きたときに、議事録がなければ、

公文書自体、職員の皆さんたちが、要するに職責というあかしになるものが出せなくなっ

た場合に、あなたたち、その責任は誰が負うべきなんですか。訴訟問題なんかが発生した
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場合に、今のこの状況だと本当にあなたたちの職責のあかしが出せないでしょう、この本

件に関して。そういった事態を想定したときにどう思われますか。誰が責任をとらなくて

はいけないと思われますか、総務部長。 

○池田総務部長 

 一義的に総務部長であります私ですとか、最終的な責任は市長という形、対外的にはで

すね。そういった形になろうかと思います。 

○江頭委員 

 当然ですよね。この一件に関して、何らあなたたちがあかしになるもの、それは確かに

口頭で今までこれだけ所管事務調査のこの委員会の中で、あなたたちは記憶を頼りにいろ

んな話をされてきています。それで、人間の記憶は本当に曖昧なものだということを踏ま

えても、でも、これだけのかかわった人たちが1人でもそういう認識を持っていないとい

うことは、ただ、当時の畑瀬部長の一つの指示形態がこういうふうな結果を生み出したと

いうふうにしか考えられないんですけど、そういう認識でよろしいでしょうか。 

○池田総務部長 

 先ほど上からの指示で、期間も決められていたので急いだことが原因ですと申し上げま

した。当時の畑瀬総務部長からの指示があったことが原因、発端だと思います。 

○千綿委員 

 部長、僕はそれだけじゃないと思うんですね。チェックがないじゃないですか。公文書

をチェックする、起案書も公文書ですから、そういうのをチェックするというのがないん

ですよね。 

 例えば、3課でやっているときに議事録は誰がとるねという話にならないといけないで

しょう。池田議員が前から一般質問をされているじゃないですか。今までの答弁は、やっ

ているという話でしょう。けれども、逆に僕は江頭委員と違って、ほかのもとっていない

のではないかとしか思わないわけですよ。さっきの話もそうなんですけど、誰がどの会議

でどういった意見が出てどういう結果になったという部分がなかったら、後で検証できな

いでしょう。今までの答弁は、それなら虚偽なんですか。 

 例えば、今までやっていますよって、研修をやっています、でも、実際できていないじ

ゃないですか。結論はやられていないんですよ。今回だけだと私は思いたいけれども、い

や、ほかでもしていないんじゃないかということしか私は思えないんですよね。 

 実際どうなんですか、これ以外のやつはやっているんですか。 

○池田総務部長 

 毎年、文書主任研修等を行っておりますし、私も全部の事業を知っているわけではあり

ませんけれども、ある程度それに沿った形でされているものと思っております。 

 今回、先ほどから申し上げております部の間の連携ができていなかった点ですとか、あ

と、時間的にトップダウンで急がせた点、これは大きな原因かなと思っています。 
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○千綿委員 

 いや、結果がですね。だから、チェックを誰かがしないなら、一人がするなら誤字も脱

字も見逃しますよ。だから、誰かがチェックして、これでいいよねという部分がないと、

誤字も脱字もあったじゃないですか、復命書だって誤字脱字のままでしょう、実際言って。

あれ公文書でしょう、一応。 

（「そうですね」と呼ぶ者あり） 

 ですよね。そしたら、僕はチェック体制がとれていないんじゃないですかと言いたいん

とですよ。起案もしかり。ただ、起案は通常は下から上がってくる時点で、誤字脱字だ、

理由だ、写真はとか、設計図はとかいって聞かれるのでいいんですけど、今回はトップダ

ウンで来ているからそのままするっと上がっているんですよね。チェックが効いていない

んですよ。でも、普通は起案書からずっと係長から課長、ずっと上がっていく段階でいろ

いろチェックが効くのでいいんでしょうけれども、今回のようにトップダウンだとチェッ

クの効きようがないじゃないですか。そういったところを防止するためにチェックという

のが絶対必要だと思うんですよ。それが今ないでしょう。 

○池田総務部長 

 文書のチェックですね。文書主任が課に1人ずつおりますし、所属長の責任が文書の統

括となっておりますので、一応今のところ、課の中でいくと文書主任、それから課長のダ

ブルチェックという体裁にはなっております。 

○千綿委員 

 でも、できていないわけじゃないですか、結果を見ると。ですよね。だから、幾ら研修

しても、そのチェック体制を強化していかないと、このままになりますよ、正直。 

 そうすると、江頭委員が言われたように、もし訴訟になったときに、どこでどういう話

をしてどこで決定したのかというのがわかっていないと、それは訴訟に耐えられないでし

ょう。だから、以前、私が言ったように、このメモとか議事録とかいうのは、あなたたち

を守る手段じゃないんですかと。池田議員も言っているじゃないですか。池田議員も、あ

なたたちが説明もしくは何かの訴えられたときでもちゃんと証明できるようにしとかなき

ゃいけないでしょうと。あなたたちを守るための手段なんですよ。そのためにやらなきゃ

いけないのに、それまで放棄してしまったらどうしようもないですよね。と、私は思いま

すけど、部長どうですか。 

○池田総務部長 

 ですので、池田議員の質問にお答えした形になりますけれども、文書事務の指針の形で

今、作成中でございます。こういったときに文書をつくるべき、こういうふうにつくると

いうようなところを作成しておりますので、また、作成して職員研修等に力を入れて、こ

ういったことが起こらないようにしていきたいと思います。 

○千綿委員 
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 話題を変えますが、じゃ、この間のバルーナーズの本拠地の申請の際のものでも一緒な

んですけど、合い議がなかったと。文書規定違反となりますが、あの公文書はどうするん

ですか。そのままですか。それとも、何か訂正してもう一回回すとか、いろんなやり方が

あると思うんですが、そことかは――例えば、復命書だって誤字脱字のまま、それはそれ

でいいとは言いませんけど、そのまま残されるんですか。どういう意向なんですか。 

○池田総務部長 

 電子決裁が終わっておりまして、一応保存に入っておりますので、復命書の誤字脱字の

部分は紙で出力をして、いついつ訂正といいますか、して、別保存をしたいと思います。

同様に、合議の部分も紙で出力、それから、手書きでいついつということで、これも電子

の保存と別に書類保存をしたいと思っています。 

○山下伸二委員長 

 よろしいですか。その電子文書の分は、合議の分の日付はどうなりますか。さかのぼっ

ての承認なんですか。 

○池田総務部長 

 さかのぼらないで、回したときの日付にしております。 

○山下伸二委員長 

 まだ修正はされていないですか、されていますか。 

○池田総務部長 

 まだ添付までは、保存まではしておりません。修正中です。 

○山下伸二委員長 

 恐らく合議ができたのが、じゃあ、きょう以降になるわけですね、遅くともなるわけで

すよね、バルーナーズのホームタウン申請についてはですね。きょう以降に企画政策課長

が承認をしたということなんだけれども、財団法人ジャパンバスケットボールリーグへの

申請は8月のまま、そのままで、その文書が生きるということか、確認をよろしいですか。

これはこの前もかなり質問が出ていましたので。 

○池田総務部長 

 日付は、先週の日付で企画政策課長への閲覧はしております。 

○山下伸二委員長 

 先週でもいいです。 

○池田総務部長 

 なので、8月に出しておりますけれども、校閲、後で…… 

○山下伸二委員長 

 校閲をしたという手続ということですね。確認です。私、それをどうのこうの言うつも

りはありませんので。確認です。 

 校閲をして、先週付で企画政策課長が合議をしたということなんだけれども、申請の市
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長の印鑑が押された昨年8月の書類については、そのまま生きるということです。 

○野中宣明委員 

 そのまま生きるというのがよくわからないですけれども、意味がわかんないですけれど

も。違反ですよね。違反物ですよね。まず、ちょっとこの点を。 

○池田総務部長 

 ちょっと前にも一度、繰り返しになりますけれども、確かに内部規程違反になります。

ただ、決裁規程の中で市長決裁までとって外部の団体に出しておりますので、そこの効力

自体にまでは影響は及ぼさないというスタンスでございます。 

○野中宣明委員 

 そのときも議論させていただいたんですけれども、結局、原因は情報共有が全庁ででき

ていなくて、企画政策課が知らないところで一部の部署同士でやった結果、こういう漏れ

が出てきたということ、これは市長もお認めになられているんですけれども、合議は後で

承認を追加で入れただけだと、情報共有という意味で本当のきちっとした対処にはならな

いんですよ。そこはどのような形で、もうされているんですか。この前、市長がここに来

られた後、この件に関して、そういう情報共有の会議とかは庁内で寄られてされたんです

か。 

○池田総務部長 

 それは、バルーナーズの支援書の件でございますね。一応、来週庁議がある予定ですの

で、そこで資料として出して説明をする予定としております。 

○野中宣明委員 

 いや、その会議をした後に本当は修正しないといけないんじゃないですか。違いますか。

順番が逆だと思うんですけど。書類の訂正を先にして、後で情報共有の会議をやるという

ことですか。そういうことになったんですか、この間、市長が来られた後の流れとしては。 

○池田総務部長 

 来週の庁議で出すということは、市長まで確認をとっております。 

○野中宣明委員 

 それが佐賀市のきちっとした方針になるということですかね。再度お伺いしますけど。 

○池田総務部長 

 はい、そのとおりでございます。 

○野中宣明委員 

 その後、その公文書をもとに公文書の、どう言ったらいいんですかね、こういう内容で

すよというのをきちっと、ここでも議論になったんですけど、議会とか市民とか、どうい

った形で公文書を明らかにしていくんですか、内容を。ただ内部だけの話ですか、内部だ

けでおさめるんですか。 

○池田総務部長 



- 62 - 

 どういった形で出していくか、庁内の情報共有はそういう形ですけれども、議会、市民

の方に対してどうやって出していくかについては、まだ結論を出しておりません。 

○野中宣明委員 

 結論が出ていないというか、そういう考えというのは市のほうに今現時点であるんです

か。 

○池田総務部長 

 もともと一番最初、私がお話ししていたときに、来年、Ｂ3リーグに上がったときには

議会の皆様にもというお話をしておりました。なので、そのときには市民の方も含めてお

話しするつもりでしたので、そこをどうしていくのか、もっと今から3月定例会の間でも

するのかというところは、まだ市長、三役のほうともまだ詰めてはいないところです。 

○野中宣明委員 

 済みません、ちょっと話が変わりますけど、先ほど部長のほうから公文書作成指針の策

定を始められたというお話を言われたと思うんですけど、一般質問の答弁を受けて、策定

に向けて早速動き始めたんですか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 池田議員のほうから、ことしの2月定例会のときに御提案がございました。その中で、

当時の総務部長のほうから公文書の作成に関する指針について検討したいという趣旨の答

弁をさせていただいていると思います。 

 それを受けまして、ほかの自治体の事例とかも参考にしながら、総務法制課の文書法制

室のほうで準備を進めておったところでございます。その中で、今回このような問題が起

きまして、本来作成すべきであった公文書とかが作成されていなかったというふうな部分

がかなりクローズアップされてまいりました。そのため、そのあたりの部分について、よ

り詳しくといいますか、書いた内容で職員に周知をして、そして、公文書の作成をきっち

りやるようにという意識をより持ってもらうものにしたいというところで、今さらにちょ

っと検討を加えているところではございます。 

○野中宣明委員 

 この前、具体的には年度内に指針を策定するというような答弁になっていますけれども、

そういうことですね。ちょっと委員会として改めて聞きたいんですけれども。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 はい、そのとおりでございます。 

○野中宣明委員 

 それを踏まえてですけれども、先ほど文書主任とかがいらっしゃるということで、副課

長クラスですかね──ということで言われたんですけれども、確かに、千綿委員が先ほど

言われたように、やっぱりダブルチェックできていないんですよ。やっぱり文書主任だけ

でも漏れてくる可能性もあるし、やっぱりその上には課長という正式なライン長がいらっ
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しゃいますので、やっぱりこの2つのダブルチェックが課内で効かないと無理が生じてく

るというか、いろんなことが生じてくると思いますので、そういうチェックが本当にでき

ているかどうかというのを、ちゃんと本当に守られているかどうかをまたチェックする機

能といったもの、こういったのも必要になってくるんじゃないですか、今回のケースから

いくと。その辺はどう考えられますか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 そこのチェックをどこまでやるのかというところは、まだ現時点では私どもの中で確定

的なものは持っておりません。 

 ただ、委員も御存じかもわかりませんけれども、文書規程とかの中に総務法制課長──

私になるんですが──が必要と認めるときは、文書について報告、あるいは提出を求める

ことができるといったような規定もございます。なので、例えばそういった規定を使いな

がら、監査ではないんですが、そういうふうな抜き打ちとかではないですけれども、そう

いうふうな制度というのを使っていくというのも一つあるのかなというふうには思ってお

ります。 

○野中宣明委員 

 今回のこのめちゃくちゃな公文書の現状を踏まえて、やっぱり必要性というのは物すご

く増してきていますので、委員会でもそれを取り上げる中で、これは必要だと思いますの

で、やっぱり検討すべき点だと思いますけれども、これを踏まえてどう思われますか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 私も今回調査に加わらせていただいたり、この所管事務調査に同席させていただきまし

て、メールでのやりとりとかというのは結構、やはり今の時代なのかなと思いながら見て

いたんですが、実際それを公文書として、例えばメールでワードが添付されてきていて、

それをちゃんと公文書として、決裁として受け付けをして、そして、例えば課長まで決裁

を回すとか、そういったところというのが非常に欠けていたなという印象を持ちました。

メールで何か一方的に送って済ませたとか、それに対しての返事がないとかというのの印

象を物すごく強く持ってしまいました。 

 そのあたりを考えますと、各課の事業内容とかというのを全部把握というのはなかなか

難しいですし、どういったのが、そういう会議があっているとか、打ち合わせがあってい

るとかというのの把握は難しいところがあるんですけれども、野中宣明委員が御指摘のよ

うに、既にこういう規定もございますので、そういったところで、どこまでやれるかとい

うところはまだちょっとわからないんですけれども、そういったこともやるよというふう

なことを、まず、例えば示すだけでも、一つのチェック機能、牽制機能というふうな部分

にもなってくる可能性もあろうかと思いますので、そのあたりは検討したいというふうに

は思っております。 

○野中宣明委員 
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 今回のケースのように公文書を作成しなかった場合、当然作成しなかったというケース

なんですけれども、そういったときに、なぜ作成しなかったかというところも、こういっ

た理由、何が原因という、その理由といったもの、こういったのもやっぱりきちっとこの

指針の中で反映させていくというか、明記すべきじゃないかというふうに今回特に思うん

ですけれども、この点については今どのように考えられていますか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 委員御指摘のように、今回の件に関しまして申せば、個人的なメモのみであったり、あ

るいはそれを報告書として出していなかったりとか、メモもなかったとかというふうなの

もあったりしまして、私としてはちゃんとできているもんだという認識だったので、大変

申しわけなかったと思っております。 

 こういうことが今後ないように、私自身も実は決裁をするときに、先日もちょっと御指

摘がございました決裁規程とか、第何条の第何項とか書いていて、そこだけぱっと見て、

実は実際の例規のほうを見て、どこまで合議しなくちゃいけないとかというのを見ていな

かったりというのが正直ございました。私自身もそのあたりは反省しないといけないと思

っております。 

 実際、ちょっとこれはあれなんですが、私自身はそれ以後、確実に、どの条項のどの項

というのを見て、合議先がないかとか、そういったところの確認というのはするようには

し始めました。皆さん職員それぞれが、今回のこの所管事務調査、総務部だけの問題では

なくて、市全体の信頼にかかわる問題だという認識を持って、そのあたりは今取り組んで

きていただいているものだというふうに思っております。以上でございます。 

○野中宣明委員 

 要は、公文書と言ったのは、いわゆる佐賀市の方針を決めていくための、先ほども言わ

れたように、職員の皆さんの立場を守っていく形にもなっていくんですよね、結果的に。

そう言った意味で、市の方針、政策、そういったのを決定させていく意思決定がどうであ

ったか、本当に先ほど江頭委員言われたように、後から何か起きたときに、きちっとそれ

が、説明責任が市民に果たせる、またはきちっとそれが、自分たちが納得できる情報共有

になっているかどうかというのを確認できる作業が、この公文書でできるんですね。 

 だから、そういう意味では、公文書を作成しなかった、今回は特に作成していないです

から、なぜこの政策を決定づけていく過程の中で作成しなかったかという、この理由を、

理由もいろいろ出てくると思うんですよね、やっぱり。公文書ではちょっとつくれなかっ

たとか、いろいろあると思うんです。だから、その辺もなぜというのをきちっと理由を明

確化した上で、わかった上で、指針の中にそういったものを盛り込むべきだと思うんです

よ。そうしないと、やっぱり後からが本当に、尋ねられたときにこれは説明責任を果たせ

ませんので、ちょっとこの辺の考え方も少し。 

○池田総務部長 
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 何かをやるときというのは割と報告書をつくったりとか、そういった場合が多いかと思

います。例えば、その逆で、今度は何かをやらないとか、あるいは議員御指摘のように報

告書をつくらないとか、そういった場合、当然何でもかんでも全てつくるというのはかな

り難しい部分があろうかと思います。やはり事務的な部分というのがございます。ただ、

そのときは確実に皆で共有をした上で、こういうことだったよねという共有はきっちりし

た上で、報告書までは今回は必要ないとか、そういったのはきっちり共有した上で判断を

しないといけないかなと思っております。 

出席したこの会議については、内容からすると当然報告書としてつくらないといけない

よねと。後々、先ほど議員の皆様からも御指摘いただいているように、我々を守るための

ものなんだよと。あるいは皆さんに御説明をする上で、あるいは私たち自身が後から見た

ときに、結局それが全てになりますので、そのときに本来あるべき内容がきちんと書かれ

ていないというふうなことになりますと大変問題な部分もございますので、そこは指針の

中とかにもできるだけ盛り込める分は盛り込みたいというふうに思っております。 

○千綿委員 

 これは提案なんですけど、例えば、電子決裁でやっていくときには、重要なものにチェ

ックすれば、当然合議はこっちが出ますよという、そういうシステムを、結局1人が、文

書の係が一個一個見ていたら大変なので、ちゃんとその決裁を起案するときに出るように

しておけばいいんですよ。要するに市長決裁なのか部長決裁なのか、いろいろあるじゃな

いですか。そのシステムのほうに、例えば、市長決裁であれば当然企画政策課長の合議が

必要というのが出てくるようにすれば間違いないんですよ。だから、システム上でやって

いくということも1つチェックとしては必要だと思うんですね。 

だから、どうせ今度機関システムの入れかえとかもありますし、いろいろ今度更新する

ときにというのにあわせてやらなきゃいけないと思うんですが、そういうことも含めて、

やはりチェック体制というのが一番大事だと思うので、そこはそういうＩＣＴのシステム

をつくるときにそういった工夫をしていくというのも1つの案だと思うので、そこら辺も

ぜひ検討していただきたいなと思います。 

○山下伸二委員長 

 要望ですけどいいですか。 

○池田総務部長 

 そうですね、機械的に今回22の1というところなんですけど、22の1の場合は機械的に合

議が出るようにするのが一番いいと思っていると思っているんですが、費用対効果とか、

そもそもできるのかというところまで含めて検討していきます。 

○江頭委員 

 1月5日に出された起案文が間違っていたんですよね。要は、その起案文の取り扱いって、

起案文がある意味公文書ですから、あの取り扱いというのはどうするんですか。 
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○山下伸二委員長 

 方針決定ですね、1月5日の。 

○池田総務部長 

 済みません、そちらの分、まだ取り扱いの方針を決めておりません。 

○重松委員 

 ちょっと同じような質問になりますけれども、先ほど議会と地元との情報共有について

の質問もありましたけれども、畑瀬前総務部長が財産活用課に体育館の改修を明達される

昨年の12月21日の記録が同じ日に庁内での改修方針を共有したとする会議録を委員会のほ

うから求めたんですけれども、対象文書を作成していないという回答だったと思います。

やっぱりその文書が統一的に作成、保存されていないと、やっぱり市民に対しての説明責

任も果たせないし、そういった仕組みをきちっと構築していかないと、これから本当に説

明責任も果たせないような状況でありますし、証拠的な記録に基づいて施策を強く求めら

れたとしても答弁できないような状況だと思いますので、その文書の統一化についてどの

ように思っておられるのか。そこら辺、同じような質問が出たと思うんですけど。 

○池田総務部長 

 先ほどの一部繰り返しになるかと思います。文書作成の指針、今つくっております。こ

ういったときには文書をつくるとか、その場合こういった内容を盛り込むとか、そういっ

たところの中の指針をつくって、それを職員にきちっと周知徹底するのが今後の再発防止

策の一番大きなところかなというふうに思っております。 

○富永委員 

 今回、決裁のあり方についてなんですけれども、今までとか、数年前までは要はペーパ

ーベースだったわけで、決裁される方の、部課長たちの机の上にはすごい山積みにされた

決裁文書があったと思うんです。それが今回、数年前から電子決裁になって、それですご

くよくなった部分というのもあると思います。 

 ただ、今回いろいろこういった問題が出てきますと、いい部分もありつつも盲点という

か、そういった部分もあって、今後、またもう一回電子決裁のあり方についての検証とい

うか、考えていくことも必要なのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○池田総務部長 

 市長も言われておりました。今の文書システム、デメリットもあると思います。メリッ

トもあると思います。もう一度そこら辺は精査をして、できる部分は改良を検討していき

たいと思います。 

○山下伸二委員長 

 電子決裁をやりながら、なかなか電子決裁の特性が生かせていなかったのかなという、

千綿委員のほうからありましたとおり、根本的なシステムですよね、そこを通らなければ

絶対通らないという、そういうシステムが必ず、汎用の品でも多分あると思うので、その
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辺は今後としてぜひ検討はお願いしなきゃならないというふうに思います。 

 ほかに皆さん何かございませんか。 

○千綿委員 

 ちょっと公文書から若干外れるかと思うんですけど、やっぱり情報の共有という部分に

おいて、もちろん会議とかもそうなんでしょうけど、どうもそこが、ちょっと若干公文書

とはずれるんですけど、情報の共有がなされていないように感じるんですよ。 

 だから、さっきの古賀部長も一緒なんですけど、メールで全然来ていないわけですよね。

それで鶴課長にも行っていない。それで、いや、口頭で説明していると言われても、その

情報の共有は大きいと思うんですね。例えば、今回の116号議案の否決をとってみても、

本来、このバルーナーズの本拠地の申請というのは物すごい重いものなんですね。 

116号議案でも言ったんですけど、課長にこんな市の重大な方針決定のときに、その担

当部長は知らないわけですよ。そういう部分というのを、やっぱり公文書のあり方も含め

てなんですけど、情報の共有はやっぱり大事だと思うんですよね。スポーツ振興課の課長

は、逆にその方針には影響していないと言うわけですよ。本来は市長決裁を得た重要な方

針決定でしょう。やっぱりある程度部長たちはそれをわかっていないと僕はいけないんじ

ゃないかなと思うんですね。一部だけでわかっていて、一部でその重要な決定を決定され

るというのもおかしいし、だから、そこは庁議のあり方も含めて、今最高経営幹部会議と

いうのがあっているかどうか知りませんけど、以前何かあっていましたよね。そこの中で

共通認識としてやるということも僕は必要だと思うんですけどね。そこら辺部長どうなん

でしょうか。 

○池田総務部長 

 そうですね。秘書課長も私も当初その認識がなかったというところが一番なんですけれ

ども、やっぱり全市で支援していくという気持ちで、済みません、今回報告していなかっ

たんですけれども、議員まで含めて応援していくという気持ちを考えると、やはり情報共

有は必要だったと深く反省しております。 

○宮﨑副委員長 

 公文書の件で、野田副課長、パソコンの中に入れていたのが壊れたという話でありまし

たよね、設計図とかなんとか。あれは結局復元できたんですか。 

○山下伸二委員長 

 大野係長だったですね。復元できましたか。 

○財産活用課主幹兼施設営繕係長 

 前回もお話ししましたとおり、情報課のほうに確認をとったところ、1カ月前ぐらいま

でしかさかのぼることができないということで、それをそのまま復元するということはで

きませんでした。 

○山下伸二委員長 
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 復元できていないということですね。 

○宮﨑副委員長 

 やっぱりそれも公文書としての扱いですよね。何かで壊れたとなった場合、それは公文

書をなくしたとか、それなりの何か処罰という言い方は私余り好きじゃないけど、そうい

った規約みたいなものというのはないんですかね。 

○山下伸二委員長 

 それは副部長か部長に聞いたほうがいいですかね。公文書を紛失したとか、例えば、ペ

ーパーベースの公文書なんかを打ち合わせのために外に持ち出すことがありますよね。こ

れはかなり厳密に管理されていると思うんですけれども、それでもやっぱり紛失はすると

いうことでありますけれども、そういった場合の何か罰則規定だとか、そういうふうなも

のがあるんでしょうか。わかりますか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 佐賀市の文書に関しましては、佐賀市文書規程というのがございます。ただ、その中に

は、あくまでも文書の管理とか、そういったことに関して書いておるんですけれども、内

部的な規定ということもございまして、罰則等の規定はございません。 

○池田総務部長 

 職員の処分の概要の中には、「不適切な事務処理」という項目がございます。ごめんな

さい、宙に覚えていないんですけれども、恐らくそういった文書をなくしたりして何らか

の業務に支障が出た場合は、そこに当たるかなと、これも影響の度合いによるかと思いま

す。 

○千綿委員 

 副市長は復命書を南雲さんから電子データでもらわれたという説明があったじゃないで

すか。あの電子データも一応公文書になるんですよね、確認ですけど。ＩＳＢと言われま

したけどＵＳＢだと思うんですが。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 文書規程とか、あるいは情報公開条例の中で、組織的に用いるというものがございます。

組織的に用いるものとして保管している文書とか図画とか電磁的記録というのが公文書と

いう規程になっております。あれがデータで、ＵＳＢでもらったのがその組織的に用いる

ものなのかというと、ちょっと私、今ちょっと判断がしきれない部分がありますけれども。 

○千綿委員 

 僕が言いたいのは、例えば、本来認められたＵＳＢしか多分使えないんですよね。登録

したＵＳＢしか使えないと思うんですが、その規程も考えたときに、例えば、復命書、う

ちの議会でもあったの御存じありませんか。実は、あれ大変な騒ぎになったんですよ。復

命書の要するに所感をコピペして貼っておいて、誤字脱字まで一緒で大問題になりまして、

あと多分選挙でいろいろ問題もあって、若干落選された方もいてという話になったときに、
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その復命書のコピー・アンド・ペーストをこのままされるのか、復命書とかで。 

 だったら、例えば、部下の復命書のコピー・アンド・ペーストをするということが、今

後どうされるのか、その方針として。だって、僕たち、オンブズマンからめちゃくちゃや

られましたから。私なんかやったことないですよ、当然やったことがないんですけど、そ

れをやるということは、議会側はかなり信じられないという意識なんですよ。要は、そん

なら部下のをコピペするのであれば1人で行けばいいじゃないと、その部下だけでいいじ

ゃないとなるじゃないですか。 

 その問題というのは今後どうされるか、何か方向性とかがあれば。 

○池田総務部長 

 コピペがだめだよという規定、御想像どおりございません。 

 一般論として、決してよくないことかなというところ……そうですね、場所を考えて職

員には周知したいと思います。周知できるところで。 

○江頭委員 

 その復命書の話なんですけど、議会は視察研修、所感を書くと正副議長チェックなんで

すよね。今もどうか知らないけど、全部正副議長のところに回ってきます。それで、印鑑

を打ちます。要するに、執行部のほうは、この復命書の管理は誰がされているんですか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 例えば、今回の秘書課の分でございますと、例えば、私とか、部長とか、そういったと

ころまで多分決裁が回っていたかと思うんですが、最終的には電子決裁でございますので、

秘書課に戻りまして、秘書課のほうで保存、管理という形になります。当時の企画調整部

長の分は企画調整部のほうが管理という形になります。 

○江頭委員 

 そうすると、その復命書は誰も見ないうちに、ただ管理、保存というふうになっている

んですか。例えば、市長が見るとか、担当課の課長が出張に出たときにはそこの部長、副

部長あたりが一応目を通すとか、そういうシステムではないんですか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 そういうふうに見るようになっております。 

○山下伸二委員長 

 済みません、ここを見ていただくと、一応電子決裁で、南雲さんの分は秘書課からずっ

と部長まで回っていますので、そういう…… 

○江頭委員 

 今までそれを見られて、こういう丸写しという事例というのは発見したことないですか。

それは発見して、庁舎内でどこにも出さなかったら、それはそれで――本当に丸写し、今

まで見たことはないんですか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 
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 私は見たことはございません。 

○江頭委員 

 大体あの程度なんですか。私も初めて執行部の復命書を見させてもらったんですけど、

議会事務局の職員の復命書は見たことあるんですけれども、大体あの程度なんですか。所

見のところなんか特に。 

○山下伸二委員長 

 内容、ボリュームですね。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 行数的なものとか、そういった部分でいくと、あの程度が普通じゃないかなというふう

にはちょっと思っております。特に、その中でもより特記すべき事項があれば、当然その

中に、こういった場合は、佐賀市でもしやる場合はこういうふうにしたらとかという、さ

らに所見が加わる場合もあるかとは思います。 

○江頭委員 

 先ほど千綿委員も言ったように、オンブズマンの方々から私たち全部調べられて、評価

まで──評価ですよ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅに議員の名前、どこに位置するかって。正直、

所見だからという反論もしたいぐらいだったけど、そういう調査だって入ったんですよね。

皆さん方どう感じられているかわかんないですけれども、議会の中で先進地視察に行って

どうだったという一般質問が結構多いですよね。というのは、そのくらい、その視察とい

うことにあなた以上に私たち議会にとっては非常にそういうところでは一般市民の皆さん

からかなり批判を受けるんですけど、結構シビアに視察をして、所見もきちっと書いてい

るつもりです。 

 だったら、もう少しこの復命書、今回たまたま畑瀬副市長の復命書が表に出て、こうい

うふうになったんですけど、総務法制課の文書法制を預かっている部署としては、もうち

ょっとこの辺の復命書のあり方、内容の充実に向かけてやっぱり検討すべきだと思うんで

すけどね。その点はいかがなんですか。そのシステムづくり。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

 公費を使って出張するわけでございますので、当然、見てどういうふうに思ったか、あ

るいは佐賀市でやる場合にはどういうふうにとかという意識を持って、当然、出張もすべ

きですし、それに見合った内容にすべきだというふうには当然思っております。そういっ

た復命書の中身等につきましても、より内容が濃いものといいますか、そういうふうにな

るような、研修とかの中でも、起案文書の書き方にも通じるかもわかりませんけれども、

書く内容等についても、そのあたりを示すことができたらとは思います。以上でございま

す。 

○宮﨑副委員長 

 済みませんけど、部長、先ほどコピペは余り一般的によろしくないものというような認
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識でおられたんですけど、そんなどころじゃなくて、これは盗作ですよ。南雲さんが怒っ

て、私のを盗作したと言ったら、これは本当に問題になるんですよ。だから、これは質問

じゃありませんから──質問でもいいんですが。 

○山下伸二委員長 

 質問をしてください。 

○宮﨑副委員長 

 そしたら、そこはどうですか。 

○池田総務部長 

 訂正いたします。あんまりよろしくないじゃなく、いけないことでございますと認識い

たしました。 

○川原田委員 

 関連しますけど、要するに、さっきから何度も出ているように、ほとんどチェックをさ

れていない。もしチェックをされていたら、これは副市長、やばいですよという形になる

と思うんですよね。全く見比べて同じやつが。 

 だから、今、執行部の中でそういうふうなチェックの機能がほとんど果たされていない

というふうに私は受け取っていますけれども、その辺いかがですか。部長でも副部長でも

構いませんけれども。 

○池田総務部長 

 そうですね、私もこの間のように見比べたらわかりますけれども、例えば、3日ぐらい

──3日ではわかるかな、もうちょっとずれて出てきますと、果たして気づけるのかなと

いうところはございます。ただ、先ほどから申しておりますダブルチェック、それ以上の

チェック、そこら辺は必要ということはひしひしと感じておりますので、なるべくそうい

ったことが起こらないような形、それと、先ほど言いました文書のつくり方ですね、盗作

といいますか、コピーして持ってくる、そういった認識は職員の中に周知していきたいと

思っております。 

○川原田委員 

 本当にね、上の人たちがそんなことでやって、部下に示しがつかないでしょう。その辺

をしっかり認識していただかないと。先ほどから千綿委員、江頭委員が言っていますよう

に、本当に我々の出張報告書というのは、ああいうことがあったわけですから、今はきち

っとやられていますし、例えば、会派の視察報告書は全部代表が集めて、代表が目を通す

と。だから、恐らく委員会のやつは担当書記がしっかり見ながらしているんではないかな

と、ああいう間違いがあっちゃいけないからということでやっていると思いますよ。本当

ね、こんな同じやつが出てくるというのが私は不思議でしようがなかったんですよね。や

はりチェックです。ほぼ肝に銘じておられると思いますけれども。こういうのが世の中に

出てきちゃいけないですよ。 
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○山下伸二委員長 

 公文書の管理のあり方の一つとして、きょうは提言をいただいていますので、それはそ

れとして受けとめていただきたいんですけれども、復命書の文書作成は日を改めてやる職

員の倫理のところにもある程度かかわってくるかなというふうに思います。そこのほうが

大きいのかなと。そこをちょっと、公文書の管理に任せると、そのチェックをどうするか

ですから、それよりも、市の税金を使って出張に行って何をしに行っているのかというこ

とをきちっとやっぱり認識をするという、職員の倫理にかかわってくることかなと思いま

すので、その辺はまた改めて次回の所管事務調査の中でやらせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、これで所管事務調査を終わりますけれども、池田部長、改めて次回までに畑

瀬副市長に対して地元議員、またスポーツに関係する議員等への事前の相談等、体育館の

事前改修に当たってなかったのかどうか確認をお願いいたします。仮にあったとされた場

合には、ペーパー等で資料を出していただければと思います。ない場合はないということ

で結構ですので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、執行部の皆様は退室していただいて結構でございます。お疲れさまでした。 

◎執行部退室 

○山下伸二委員長 

 それでは、委員の皆様お疲れさまでございました。 

 本日の質疑を受けて、皆さんの所見、ポイントだけでも結構ですので、何かコメントを

いただければと思うんですけれども。 

○江頭委員 

 所見の前に、きょう本会議で委員長報告、中間報告をされましたよね。この間もその話

が出ていたかもしれませんけれども、正式にきょう本会議場での報告を全議員に配付をお

願いしたいということ。要するに、これだけ市民の皆さん方の関心度が高いということは、

やはりきょう本会議が終了した後、地元の行事、それが暮れ、新年にかけてかなりありま

す。いろんな質問も受けるし、また、議員各自報告をされていると思うんですけど、その

中において、やはり間違いない形で参考資料として市民の皆さん方に伝えていくことにお

いて、きょうの中間報告を全議員に配付ということでお願いできないでしょうか。 

○山下伸二委員長 

 本日の中間報告の原稿につきまして、全議員に配付をしてほしいということですけれど

も、まず総務委員会の皆さんの了承が得られれば、私としては皆さんに配付することはや

ぶさかではございませんので、そうしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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 それでは、委員会終了後に委員会でこういう要請があったので、委員会の皆様に原稿を

送付しますということで、送付の…… 

 （発言する者あり） 

 メールでよろしいですよね。 

（「メールでいいですよ、もちろん。」と呼ぶ者あり） 

○山下伸二委員長 

 サイドブックスだと、ちょっと入れるところがないので、メールで送ってそれぞれで…

… 

（発言する者あり） 

 それでは、メールで入れさせていただきます。メールで入れていただければ、とりあえ

ず皆さんはごらんいただいていると思いますので、今後サイドブックスに入れていくかど

うかは、ちょっと時間をいただいて、議会事務局のほうと調整をさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 所見があれば何か。 

○千綿委員 

 議会とか地元とかの情報共有という部分においては、皆さんも議員活動を行っていく中

で、文句は議員にしか来ないんですよね、正直。執行部から説明があっても、最終的な要

望とか文句とかいうのは議員にしか来ません。ですから、そこはやっぱり議員に対しての

報告というのは、そもそもこれがなかったから大問題になったわけで、それが、その情報

共有をもっと執行部としては真剣に考えていただきたいなと。やっぱり地元の議員という

のは特にそうだと思うし、委員長、正副委員長、もしくは正副議長というのもそうだと思

うので、そもそもの発端が、そこがやられていないからこれ大問題になったわけで、ここ

は重々考えていただきたいなという気がします。 

 それと、いろんな問題の中でチェックが全然されていない。公文書にしてもですね。要

するにチェック機能が執行部にないというのがやっぱり一番問題じゃないかなと思うんで

すね。だから、あっても読まれていない、認識の差という部分が物すごく感じましたので、

そこはちょっと問題だなと思ったし、それと、要するに意思決定の機関というのが明確で

ない。というのは、どこで決めたかもわからない。本来、口を出さなくていいところで口

を出して、口を出さなければならないところで口を出していないというのが、本来大きく

おかしいなと思った点がありまして、やっぱり決定機関の会議と、そして議事録、公文書

というのはセットでそろえておかなければいけないと。 

要望書においては、僕たちは担当課に行ったりすると、それは自治会長の印鑑をもって

要望書を持ってきてくださいと言われるわけですよね。執行部がやるときは、それは要ら

ないということ自体がおかしいので、要望があるのであれば要望書でもらう。回答するの

であれば回答書を出すということを、当たり前のことをやってほしいなという気がします。 
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○江頭委員 

 まず、議会との地元の情報共有という面で、この件に関して地元議員への説明がないこ

と。それと、議会への報告もまず、この体育館問題だけあり得ないということは、それ自

体があり得ないと私は疑義を感じています。正直、これだけ、基本構想の地元自治会の人

たちとの協議を重ねてきた中で、地元議員への説明をしないなんて考えられないですよ。

だから、この点については本人にまた確認ということが、本人というのは畑瀬副市長に当

然確認ということになっていくだろうと思いますので、どういうあれが出るのかわかりま

せんけれども、まずそこに疑義があるということと、それから、基本構想に関する影響と

いうのが明らかにあると思います。まして、今、その担当部長である古賀部長へのほとん

ど、この一連に関しての説明を、知らないで済まされる問題ではないんですけど、まさに

蚊帳の外に置かれた状態というのが異常を来しています。そして、総務部内での問題であ

ればいいんですけど、企画調整部と、部と部のまたがった中においてこんなことあり得ま

せん。本当にここも完全な疑義が生じていると思いますし、当然基本構想においては、こ

の後トイレ、シャワー室の改装をまたやらなくてはいけないということは多分明らかでは

ないかなと思っています。そういう面では、手戻り、古賀部長の願いというのは無残にこ

れで崩れていくのではないかと。ここも財政支出の問題になりますので、これは大変なこ

とだなというふうに思います。 

 それから、やはり公文書の扱いというのは、これが一番です。とにかくこの体育館の問

題に関しては、私は千綿議員と少し考え方が違うのは、この件に関してだけなんだろうと。

こんなに報告書、公文書の存在が発生していないのは。ほかは多分こういうことあり得て

いないと思うんです。そこにこの体育館の問題の深いものがあるんだなと。闇があるんだ

なということで、やればやるほど疑義が生じてきているのが私の感想です。以上です。 

○重松委員 

 公文書の件ですけれども、今回、体育館の改修を急ぐ理由として、窓ガラスの破損が原

因で床が腐食しているなどと、事実と異なる説明を起案書に記した職員は思い違いだった

と、確認が不十分だったと。本当に、じゃあ、責任の所在は誰かと。それで終わりなのか

と。だから、その公文書を作成する権限のある者は、改ざんした場合とか、そういった虚

偽の文書作成なんかした場合は、何か罰則規定みたいなのを設けないと、これは永遠に直

らないんじゃないかと思うんですね。それは内部規定の中で設けていただきたいなと私は

思いました。 

 議員は本当に復命書をちょっと間違えば大変なことになりますので、職員はそれがない

ということはちょっとおかしいと思うんですよね。だから、公文書作成については、本当

にしっかりそういった罰則規定なんかも設けてほしいなというふうに感じた次第でござい

ます。 

○川原田委員 
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 一連の議論をしていく中で、このような重要な問題、重要なことに際して最低でも議長

や副議長、委員長、副委員長に報告もあっていないということだから、再三地元議員とか、

言いやすい議員とか、それに精通した議員とか、そういう形で聞いていますけれども、本

当はそういういい加減な基準ではなくて、やはり正副議長、正副委員長がいるわけだから、

そういうところにきちっと伝えるというまずルール化をしてかいないと、これさえきちっ

と守っていけば何も議会は文句言うことないわけですから、その辺はやっぱり今後大きな

問題になってくるのではないかなというふうに思うわけですね。 

 それともう一つは、きょうやりとりをやっている中で、このような大きな事業をやって

いく中で、やはり1人が権力を持ち過ぎたらこういう結果になるんだと。根本的に事業を

組織でやっていくということが完璧に崩れてしまって、この前も私変な言い方をしたんで

すけれども、いわゆるチームでやっていると、こんなことをやったらこういうのが出てく

るの当たり前だということをしっかり認識をしていただかなければだめだなというふうに

思うわけですね。要するに、仕事は組織でやっていくいということを基本的に、根本的に

そこを考えておかないとこういう結果になっていくと。 

 きょうも議論をやっていましたけれども、自分の部長の言うことは聞かないけど、よそ

の部長の言うことは聞くと。こんな感じだから、こういうことはあっちゃいけないという

ふうに思うわけですね。だから、自分がそういう立場になったときどんな気分になるのか

と。きょうの課長あたりの答弁聞いていてもむかむかするわけですよね。ですから、こう

いうことは二度とあっちゃいけないというふうな感じがしました。以上です。 

○富永委員 

 まず、この議会と地元との情報共有についてですけれども、本当に地元議員に話してい

ないのかなというのが率直な感想です。これに関しては、次、畑瀬副市長との質問の機会

があるということで、そのときに聞こうと思います。 

 2点目の基本構想に与える影響は、私やっと今回シャワー室の質問ができたんですけれ

ども、ずっと気になっていて、どのタイミングで質問しようかなと思っていて。まず男女

共用というのはあり得ないです。これに関して言えば、やはりバルーナーズありきだった

んだなということがきょうわかったところです。ちょっと手戻りになってしまいますけれ

ども、そこは男女は分けてほしいなというところがありました。 

 最後の公文書管理のあり方については、きょう副部長が公文書の作成に関する指針を今

つくっているんだとおっしゃっていましたけれども、確かにおっしゃったとおり、何でも

かんでもは難しいと思うんですけれども、可能な限りは盛り込んでいただきたいという思

いです。以上です。 

○野中宣明委員 

 まず、流用の追加資料の中でありましたように、私は結果的に佐賀市の流用のルールに

反しているという結論に至っています。やはり結果的には維持管理費として流用が適正で
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あったかどうかという、これは財政課長の答弁でもありましたように、あとは市長の判断

であると思いますということも言われましたので、この問題に関しましては、また後ほど

調査を含める案件として、ぜひ委員会としても取り上げていただきたいなというふうに思

います。 

 市長に近々来ていただいて、この流用がどうだったかというのも聞く方法もあるかとい

うふうに思っています。それと、何回も今出ていますように、組織としての相談、打ち合

わせができていないというのが一番の問題でありました。ガバナンスがとれていないとい

うことも総務部長も認めて発言もされておりましたし、とにかく組織じゃなくてチームで

やっているということ自体が大きな一番の問題だと思います。 

 あと、公文書に関しては、今指針を策定しているということでありましたので、私も2

点か3点ほど指摘、提起をしていますので、ぜひ盛り込んでいただけるような形で、今回

の事案を踏まえて、ぜひ指針の中に盛り込んでいただきたいというふうに思っているとこ

ろです。以上です。 

○山下伸二委員長 

 私から、資料請求をしていた流用の部分ですね、これは本当目内でやるべきものだった

のかということについては、きょう突っ込んだ話ができませんでしたので、今後の調査項

目に含めるかどうかは、この後調査項目について議論をしますので、その辺について御意

見をいただければというふうに思います。 

 では、今後の調査項目なんですけれども、事前に用意していた部分が2つございました。

1つ目の部分については本日で終わっておりますけれども、②の職員の倫理について、こ

れが残っておりますので、次回はこの職員の倫理について行いたいと思います。 

 それからあと1つ、流用のあり方ですね。野中宣明委員のほうから今、目内での流用が、

維持管理費という目内での流用が体育館のいわゆる大規模な改修、新規事業に近い大規模

な改修の予算として妥当であったのかどうか、このことについては、改めて調査項目とさ

せていただきたいという野中宣明委員からの要望があっておりましたけれども、調査項目

として追加をさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、それは追加をさせていただきます。誰に出席いただくかは正副委員長のほうで調

整をさせていただきたいというふうに思います。 

 それから、あわせて県の所管事務調査の中間報告でも盛り込んでおりましたけれども、

今後、畑瀬副市長にお越しいただいて、畑瀬副市長にさまざまな質問を行っていきたいと

思いますけれども、ばらばらにしますとなかなか整理がつきませんので、畑瀬副市長にど

のようなことを確認していくべきかということは、一回委員間討議をさせていただいて整

理をさせていただいたほうがいいかなというふうに思います。そういうふうにしたほうが

こちらの議事録の確認上もできますので、次回の委員会ではそこら辺について委員間協議
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を行いたいと思いますので、畑瀬副市長に確認すべき事項について、委員の皆様考えてい

ただくとともに、会派内で検討いただければというふうに思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

 それから、資料請求について、本日改めて何か皆様からございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 地元議員に相談があったかどうかについては今口頭で求めていますけれども、もしあれ

ば資料で出てくると思いますけれども、本日の時点では、特段委員の皆様から資料請求は

ないということで確認をさせていただきます。 

 次回の委員会ですけれども、ことし中にもう一度、短時間でもいいのでやらせていただ

いたほうが…… 

（「いいよ」と呼ぶ者あり） 

○山下伸二委員長 

 いいですか。それでは、25日、もしくは26日ぐらい。27日、28日になると皆さん多分ば

たばたとされると思うので。 

（「25日はあいていません」と呼ぶ者あり） 

○山下伸二委員長 

 26日はいかがでしょうか。 

（発言する者あり） 

○山下伸二委員長 

 26日いいですか。そしたら、26日の9時からしましょうか。よろしいですか。 

 それでは、次回の委員会につきましては、12月26日の午前９時から開催をさせていただ

きます。 

 ほかに皆様から特になければ、これで委員会を終了させていただきます。お疲れさまで

した。 


